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本号で公布された条例のあらまし 

◇行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定

個人情報の提供に関する条例及び住民基本台帳法に基づく本人確認情報の提供及び利用に関する条例の一部

改正（栃木県条例第34号） 

１ 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正等に伴い、所要の改

正をすることとしました。 

２ この条例は、一部を除き、公布の日から施行することとしました。 

◇栃木県手数料条例の一部改正（栃木県条例第35号） 

１ 建築基準法の一部改正に伴い、所要の改正をすることとしました。 

２ この条例は、規則で定める日から施行することとしました。 

◇栃木県体育施設設置及び管理条例の一部改正（栃木県条例第36号） 

１ 栃木県総合運動公園北・中央エリアの野球場（本球場）の夜間の利用時間区分を設けることに伴い、新た

にその利用料金の基準額を定めるため、所要の改正をすることとしました。 

２ この条例は、令和７（2025）年４月１日から施行することとしました。 

◇認定こども園の認定の要件を定める条例の一部改正（栃木県条例第37号） 

１ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第３条第２項及び第４項の規定

に基づき内閣総理大臣及び文部科学大臣が定める施設の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、認定

こども園における職員の配置の基準について、所要の改正をすることとしました。 

２ 施行期日等 

⑴ この条例は、公布の日から施行することとしました。 

⑵ 所要の経過措置を規定することとしました。 

◇栃木県信用保証協会に対する損失補償に係る回収納付金を受け取る権利の放棄等に関する条例の一部改正

（栃木県条例第38号） 

１ 産業競争力強化法の一部改正に伴い、所要の改正をすることとしました。 

２ この条例は、公布の日から施行することとしました。 
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の

 

４
～

７
 
略

 
 

 

執
行

機
関

 
事

務
 

特
定

個
人

情
報

 

１
・

２
 

略
 

３
 

知
事

 
児

童
福

祉
法

に
よ

る
負

担
能

力
の

認
定

又
は

費

用
の

徴
収

に
関

す
る

事

務
で

あ
っ

て
規

則
で

定

め
る

も
の

 

生
活

保
護

法
の

規
定

に
準

じ
て

行
う

生
活

に
困

窮
す

る
外

国
人

の
保

護
の

実
施

又
は

就
労

自
立

給
付

金
若

し
く

は
進

学
準

備
給

付
金

 
 

 
の

支
給

に
関

す
る

情
報

（
以

下
「

外
国

人
生

活
保

護
関

係
情

報
」

と
い

う
。

）
で

あ
っ

て
規

則
で

定
め

る
も

の
 

４
～

７
 

略
 

 
 

改
 

 
 
正

 
 
 

後
 

改
 

 
 

正
 

 
 

前
 

（
趣

旨
）

 

第
１

条
 

こ
の

条
例

は
、

行
政

手
続

に
お
け

る
特

定
の

個
人

を
識

別
す
る

た
め

の
番

号

の
利

用
等

に
関

す
る

法
律

（
平

成
2
5
年

法
律

第
2
7
号

。
以

下
「

法
」

と
い

う
。

）
第

９
条

第
２

項
及

び
第

1
9
条

第
1
1
号

の
規

定
に

基
づ

き
、

個
人

番
号

（
法

第
２

条
第

５

項
に

規
定

す
る

個
人

番
号

を
い

う
。

以
下

同
じ

。
）

の
利

用
及

び
特

定
個

人
情

報

（
法

第
２

条
第
９

項
に

規
定

す
る

特
定

個
人
情

報
を

い
う

。
以

下
同

じ
。
）

の
提

供

に
関

し
必

要
な

事
項

を
定
め

る
も

の
と
す

る
。

 

 

（
個

人
番

号
の

利
用

範
囲
）

 

第
２

条
 
略

 

２
 

別
表

第
２

の
左

欄
に

掲
げ

る
県

の
執
行

機
関

は
、

同
表

の
中

欄
に
掲

げ
る

事
務

を

処
理

す
る

た
め
に

必
要

な
限

度
で

、
同

表
の
右

欄
に

掲
げ

る
特

定
個

人
情
報

で
あ

っ

て
当

該
執

行
機
関

が
保

有
す

る
も

の
を

利
用
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

た
だ
し

、
法

の

規
定

に
よ

り
、

情
報

提
供

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク
シ

ス
テ

ム
（

法
第

２
条

第
1
5
項

に
規
定

す

る
情

報
提

供
ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

シ
ス

テ
ム

を
い
う

。
）

を
使

用
し

て
他

の
個
人

番
号

利

用
事

務
実

施
者

（
同

条
第

1
3
項

に
規

定
す

る
個

人
番

号
利

用
事

務
実

施
者

を
い

（
趣

旨
）

 

第
１

条
 

こ
の

条
例

は
、

行
政

手
続

に
お

け
る

特
定

の
個

人
を

識
別

す
る

た
め

の
番

号

の
利

用
等

に
関

す
る

法
律

（
平

成
2
5
年

法
律

第
2
7
号

。
以

下
「

法
」

と
い

う
。

）
第

９
条

第
２

項
及

び
第

1
9
条

第
1
1
号

の
規

定
に

基
づ

き
、

個
人

番
号

（
法

第
２

条
第

５

項
に

規
定

す
る

個
人

番
号

を
い

う
。

以
下

同
じ

。
）

の
利

用
及

び
特

定
個

人
情

報

（
法

第
２

条
第
８

項
に

規
定

す
る

特
定

個
人

情
報

を
い

う
。

以
下

同
じ

。
）

の
提

供

に
関

し
必
要

な
事
項

を
定

め
る

も
の

と
す

る
。

 

 

（
個

人
番
号

の
利
用

範
囲

）
 

第
２

条
 

略
 

２
 

別
表

第
２

の
左

欄
に

掲
げ

る
県

の
執

行
機

関
は

、
同

表
の

中
欄

に
掲

げ
る

事
務

を

処
理

す
る

た
め
に

必
要

な
限

度
で

、
同

表
の

右
欄

に
掲

げ
る

特
定

個
人

情
報

で
あ

っ

て
当

該
執

行
機
関

が
保

有
す

る
も

の
を

利
用

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
た

だ
し

、
法

の

規
定

に
よ

り
、

情
報

提
供

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

シ
ス

テ
ム

（
法

第
２

条
第

1
4
項

に
規

定
す

る
情

報
提

供
ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

シ
ス

テ
ム

を
い

う
。

）
を

使
用

し
て

他
の

個
人

番
号

利

用
事

務
実

施
者

（
同

条
第

1
2
項

に
規

定
す

る
個

人
番

号
利

用
事

務
実

施
者

を
い

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
  
0
0
 
 

第
３

条
 
行

政
手
続

に
お
け

る
特

定
の
個

人
を
識

別
す
る

た
め

の
番
号

の
利
用

等
に
関

す
る

法
律
に

基
づ
く

個
人
番

号
の

利
用

及
び

特
定

個
人

情
報

の
提

供
に

関
す

る
条

例
の

一
 

部
を

次
の
よ

う
に
改

正
す
る

。
 

 
次

の
表
の

改
正
前

の
欄
に

掲
げ

る
規
定

を
同
表

の
改
正

後
の

欄
に
掲

げ
る
規

定
に
下

線
で

示
す
よ

う
に
改

正
す
る

。
 

う
。

）
か

ら
当
該

特
定

個
人

情
報

の
提

供
を
受

け
る

こ
と

が
で

き
る

場
合
は

、
こ

の

限
り

で
は

な
い

。
 

３
・

４
 
略

 

う
。

）
か

ら
当
該

特
定

個
人

情
報

の
提

供
を

受
け

る
こ

と
が

で
き

る
場

合
は

、
こ

の

限
り

で
は
な

い
。

 

３
・

４
 

略
 

改
 

 
 
正

 
 
 

後
 

改
 

 
 

正
 

 
 

前
 

別
表

第
１
（

第
２
条

関
係
）

 

執
行

機
関

 
事
務

 

１
 

知
事

 
生

活
保

護
法

（
昭

和
2
5
年

法
律

第
1
4
4
号

）
の

規
定

に

準
じ

て
行

う
生

活
に

困
窮

す
る

外
国

人
の

保
護

の
決

定
及

び
実

施
、

就
労

自
立

給
付

金
若

し
く

は
進

学
・

就
職

準
備

給
付

金
の

支
給

、
被

保
護

者
健

康
管

理
支

援
事

業
の

実
施

、
保

護
に

要
す

る
費

用
の

返
還

又
は

徴
収

金
の

徴
収

に
関

す
る

事
務

で
あ

っ
て

規
則

で
定

め
る

も
の

 

１
 

略
 

３
 

知
事

又
は

教
育

委
員

会
あ

 

高
等

学
校

等
（

高
等

学
校

等
就

学
支

援
金

の
支

給
に

関
す

る
法

律
（

平
成

2
2
年

法
律

第
1
8
号

）
第

２
条

に

規
定

す
る

高
等

学
校

等
を

い
う

。
以

下
同

じ
。

）

（
特

別
支

援
学

校
の

高
等

部
を

除
く

。
）

に
在

学
す

る
生

徒
又

は
学

生
の

保
護

者
等

（
同

法
第

３
条

第
２

項
第

３
号

に
規

定
す

る
保

護
者

等
を

い
う

。
以

下
同

じ
。

）
に

対
す

る
奨

学
の

た
め

の
給

付
金

の
支

給
に

関
す

る
事

務
（

以
下

「
奨

学
の

た
め

の
給

付
金

支
給

事
務

」
と
い

う
。
）

で
あ
っ

て
規

則
で
定

め
る
も

の
 

４
 

知
事

又
は

教
育

委
員

会
あ

 

高
等

学
校

等
を

退
学

し
た

後
、

再
び

県
内

の
高

等
学

校
等

で
学

び
直

す
者

に
対

す
る

就
学

支
援

金
（

高
等

学
校

等
就

学
支

援
金

の
支

給
に

関
す

る
法

律
第

３
条

第
１

項
に

規
定

す
る

就
学

支
援

金
を

い
う

。
以

下
同

じ
。

）
に

相
当

す
る

支
援

金
の

支
給

に
関

す
る

事
務

別
表

第
１

（
第

２
条

関
係

）
 

執
行

機
関

 
事

務
 

１
 

知
事

 
生

活
保

護
法

（
昭

和
2
5
年

法
律

第
1
4
4
号

）
の

規
定

に

準
じ

て
行

う
生

活
に

困
窮

す
る

外
国

人
の

保
護

の
決

定
及

び
実

施
、

就
労

自
立

給
付

金
若

し
く

は
進

学
・

就
職

準
備

給
付

金
の

支
給

、
被

保
護

者
健

康
管

理
支

援
事

業
の

実
施

、
保

護
に

要
す

る
費

用
の

返
還

又
は

徴
収

金
の

徴
収

に
関

す
る

事
務

で
あ

っ
て

規
則

で
定

め
る

も
の

 

２
 

略
 

３
 

知
事

又
は

教
育

委
員

会
あ

 

高
等

学
校

等
（

高
等

学
校

等
就

学
支

援
金

の
支

給
に

関
す

る
法

律
（

平
成

2
2
年

法
律

第
1
8
号

）
第

２
条

に

規
定

す
る

高
等

学
校

等
を

い
う

。
以

下
同

じ
。

）

（
特

別
支

援
学

校
の

高
等

部
を

除
く

。
）

に
在

学
す

る
生

徒
又

は
学

生
の

保
護

者
等

（
同

法
第

３
条

第
２

項
第

３
号

に
規

定
す

る
保

護
者

等
を

い
う

。
以

下
同

じ
。

）
に

対
す

る
奨

学
の

た
め

の
給

付
金

の
支

給
に

関
す

る
事

務
（

以
下

「
奨

学
の

た
め

の
給

付
金

支
給

事
務

」
と

い
う

。
）

で
あ

っ
て

規
則

で
定

め
る

も
の

 

４
 

知
事

又
は

教
育

委
員

会
あ

 

高
等

学
校

等
を

退
学

し
た

後
、

再
び

県
内

の
高

等
学

校
等

で
学

び
直

す
者

に
対

す
る

就
学

支
援

金
（

高
等

学
校

等
就

学
支

援
金

の
支

給
に

関
す

る
法

律
第

３
条

第
１

項
に

規
定

す
る

就
学

支
援

金
を

い
う

。
以

下
同

じ
。

）
に

相
当

す
る

支
援

金
の

支
給

に
関

す
る

事
務
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0
0
 
 

第
３

条
 
行

政
手
続

に
お
け

る
特

定
の
個

人
を
識

別
す
る

た
め

の
番
号

の
利
用

等
に
関

す
る

法
律
に

基
づ
く

個
人
番

号
の

利
用

及
び

特
定

個
人

情
報

の
提

供
に

関
す

る
条

例
の

一
 

部
を

次
の
よ

う
に
改

正
す
る

。
 

 
次

の
表
の

改
正
前

の
欄
に

掲
げ

る
規
定

を
同
表

の
改
正

後
の

欄
に
掲

げ
る
規

定
に
下

線
で

示
す
よ

う
に
改

正
す
る

。
 

う
。

）
か

ら
当
該

特
定

個
人

情
報

の
提

供
を
受

け
る

こ
と

が
で

き
る

場
合
は

、
こ

の

限
り

で
は

な
い

。
 

３
・

４
 
略

 

う
。

）
か

ら
当
該

特
定

個
人

情
報

の
提

供
を

受
け

る
こ

と
が

で
き

る
場

合
は

、
こ

の

限
り

で
は
な

い
。

 

３
・

４
 

略
 

改
 

 
 
正

 
 
 

後
 

改
 

 
 

正
 

 
 

前
 

別
表

第
１
（

第
２
条

関
係
）

 

執
行

機
関

 
事
務

 

１
 

知
事

 
生

活
保

護
法

（
昭

和
2
5
年

法
律

第
1
4
4
号

）
の

規
定

に

準
じ

て
行

う
生

活
に

困
窮

す
る

外
国

人
の

保
護

の
決

定
及

び
実

施
、

就
労

自
立

給
付

金
若

し
く

は
進

学
・

就
職

準
備

給
付

金
の

支
給

、
被

保
護

者
健

康
管

理
支

援
事

業
の

実
施

、
保

護
に

要
す

る
費

用
の

返
還

又
は

徴
収

金
の

徴
収

に
関

す
る

事
務

で
あ

っ
て

規
則

で
定

め
る

も
の

 

１
 

略
 

３
 

知
事

又
は

教
育

委
員

会
あ

 

高
等

学
校

等
（

高
等

学
校

等
就

学
支

援
金

の
支

給
に

関
す

る
法

律
（

平
成

2
2
年

法
律

第
1
8
号

）
第

２
条

に

規
定

す
る

高
等

学
校

等
を

い
う

。
以

下
同

じ
。

）

（
特

別
支

援
学

校
の

高
等

部
を

除
く

。
）

に
在

学
す

る
生

徒
又

は
学

生
の

保
護

者
等

（
同

法
第

３
条

第
２

項
第

３
号

に
規

定
す

る
保

護
者

等
を

い
う

。
以

下
同

じ
。

）
に

対
す

る
奨

学
の

た
め

の
給

付
金

の
支

給
に

関
す

る
事

務
（

以
下

「
奨

学
の

た
め

の
給

付
金

支
給

事
務

」
と
い

う
。
）

で
あ
っ

て
規

則
で
定

め
る
も

の
 

４
 

知
事

又
は

教
育

委
員

会
あ

 

高
等

学
校

等
を

退
学

し
た

後
、

再
び

県
内

の
高

等
学

校
等

で
学

び
直

す
者

に
対

す
る

就
学

支
援

金
（

高
等

学
校

等
就

学
支

援
金

の
支

給
に

関
す

る
法

律
第

３
条

第
１

項
に

規
定

す
る

就
学

支
援

金
を

い
う

。
以

下
同

じ
。

）
に

相
当

す
る

支
援

金
の

支
給

に
関

す
る

事
務

別
表

第
１

（
第

２
条

関
係

）
 

執
行

機
関

 
事

務
 

１
 

知
事

 
生

活
保

護
法

（
昭

和
2
5
年

法
律

第
1
4
4
号

）
の

規
定

に

準
じ

て
行

う
生

活
に

困
窮

す
る

外
国

人
の

保
護

の
決

定
及

び
実

施
、

就
労

自
立

給
付

金
若

し
く

は
進

学
・

就
職

準
備

給
付

金
の

支
給

、
被

保
護

者
健

康
管

理
支

援
事

業
の

実
施

、
保

護
に

要
す

る
費

用
の

返
還

又
は

徴
収

金
の

徴
収

に
関

す
る

事
務

で
あ

っ
て

規
則
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す
る

支
援

金
の

支
給

に
関

す

る
情

報
（

以
下

「
高

等
学

校

（
以

下
「

高
等

学
校

等
学

び
直

し
支

援
金

支
給

事

務
」

と
い

う
。

）
で

あ
っ

て
規

則
で

定
め

る
も

の
 

５
～

７
 

略
 

 別
表

第
２

（
第

２
条

関
係

）
 

執
行

機
関

 
事

務
 

特
定

個
人

情
報

 

１
 

知
事

 
生

活
保

護
法

（
昭

和
2
5

年
法

律
第

1
4
4
号

）
に

よ
る

保
護

の
決

定
及

び

実
施

又
は

徴
収

金
の

徴

収
に

関
す

る
事

務
（

以

下
「

生
活

保
護

実
施

等

事
務

」
と

い
う

。
）

で

あ
っ

て
規

則
で

定
め

る

も
の

 

(
1
)
a
高

等
学

校
等

（
高

等
学

校

等
就

学
支

援
金

の
支

給
に

関

す
る

法
律

（
平

成
2
2
年

法
律

第
1
8
号

）
第

２
条

に
規

定
す

る
高

等
学

校
等

を
い

う
。

以

下
同

じ
。

）
（

特
別

支
援

学

校
の

高
等

部
を

除
く

。
）

に

在
学

す
る

生
徒

又
は

学
生

の

保
護

者
等

（
同

法
第

３
条

第

２
項

第
３

号
に

規
定

す
る

保

護
者

等
を

い
う

。
以

下
同

じ
。

）
に

対
す

る
奨

学
の

た

め
の

給
付

金
の

支
給

に
関

す

る
情

報
（

以
下

「
奨

学
の

た

め
の

給
付

金
支

給
関

係
情

報
」

と
い

う
。

）
で

あ
っ

て

規
則

で
定

め
る

も
の

 

(
2
)
a
高

等
学

校
等

を
退

学
し

た

後
、

再
び

県
内

の
高

等
学

校

等
で

学
び

直
す

者
に

対
す

る

就
学

支
援

金
（

高
等

学
校

等

就
学

支
援

金
の

支
給

に
関

す

る
法

律
第

３
条

第
１

項
に

規

定
す

る
就

学
支

援
金

を
い

う
。

以
下

同
じ

。
）

に
相

当

す
る

支
援

金
の

支
給

に
関

す

る
情

報
（

以
下

「
高

等
学

校



（5）号外第54号栃 木 県 公 報令和６（2024）年10月21日　月曜日

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
  
0
0
 
 

（
以

下
「

高
等

学
校

等
学

び
直

し
支

援
金

支
給

事

務
」

と
い
う

。
）
で

あ
っ
て

規
則

で
定
め

る
も
の

 

２
～

４
 
略

 

 別
表

第
２
（

第
２
条

関
係
）

 

執
行

機
関

 
事
務

 
特
定

個
人
情

報
 

１
 

知
事

 
生

活
保

護
法

（
昭

和
2
5

年
法

律
第

1
4
4
号

）
に

よ
る

保
護

の
決

定
及

び

実
施

又
は

徴
収

金
の

徴

収
に

関
す

る
事

務
（

以

下
「

生
活

保
護

実
施

等

事
務

」
と

い
う

。
）

で

あ
っ

て
規

則
で

定
め

る

も
の

 

(
1
)
a
高

等
学

校
等

（
高

等
学

校

等
就

学
支

援
金

の
支

給
に

関

す
る

法
律

（
平

成
2
2
年

法
律

第
1
8
号

）
第

２
条

に
規

定
す

る
高

等
学

校
等

を
い

う
。

以

下
同

じ
。

）
（

特
別

支
援

学

校
の

高
等

部
を

除
く

。
）

に

在
学

す
る

生
徒

又
は

学
生

の

保
護

者
等

（
同

法
第

３
条

第

２
項

第
３

号
に

規
定

す
る

保

護
者

等
を

い
う

。
以

下
同

じ
。

）
に

対
す

る
奨

学
の

た

め
の

給
付

金
の

支
給

に
関

す

る
情

報
（

以
下

「
奨

学
の

た

め
の

給
付

金
支

給
関

係
情

報
」

と
い

う
。

）
で

あ
っ

て

規
則

で
定
め

る
も
の

 

(
2
)
a
高

等
学

校
等

を
退

学
し

た

後
、

再
び

県
内

の
高

等
学

校

等
で

学
び

直
す

者
に

対
す

る

就
学

支
援

金
（

高
等

学
校

等

就
学

支
援

金
の

支
給

に
関

す

る
法

律
第

３
条

第
１

項
に

規

定
す

る
就

学
支

援
金

を
い

う
。

以
下

同
じ

。
）

に
相

当

す
る

支
援

金
の

支
給

に
関

す

る
情

報
（

以
下

「
高

等
学

校

（
以

下
「

高
等

学
校

等
学

び
直

し
支

援
金

支
給

事

務
」

と
い

う
。

）
で

あ
っ

て
規

則
で

定
め

る
も

の
 

５
～

７
 

略
 

 別
表

第
２

（
第

２
条

関
係
）

 

執
行

機
関

 
事

務
 

特
定

個
人

情
報

 

１
 

知
事

 
生

活
保

護
法

（
昭

和
2
5

年
法

律
第

1
4
4
号

）
に

よ
る

保
護

の
決

定
及

び

実
施

又
は

徴
収

金
の

徴

収
に

関
す

る
事

務
（

以

下
「

生
活

保
護

実
施

等

事
務

」
と

い
う

。
）

で

あ
っ

て
規

則
で

定
め

る

も
の

 

(
1
)
a
高

等
学

校
等

（
高

等
学

校

等
就

学
支

援
金

の
支

給
に

関

す
る

法
律

（
平

成
2
2
年

法
律

第
1
8
号

）
第

２
条

に
規

定
す

る
高

等
学

校
等

を
い

う
。

以

下
同

じ
。

）
（

特
別

支
援

学

校
の

高
等

部
を

除
く

。
）

に

在
学

す
る

生
徒

又
は

学
生

の

保
護

者
等

（
同

法
第

３
条

第

２
項

第
３

号
に

規
定

す
る

保

護
者

等
を

い
う

。
以

下
同

じ
。

）
に

対
す

る
奨

学
の

た

め
の

給
付

金
の

支
給

に
関

す

る
情

報
（

以
下

「
奨

学
の

た

め
の

給
付

金
支

給
関

係
情

報
」

と
い

う
。

）
で

あ
っ

て

規
則

で
定

め
る

も
の

 

(
2
)
a
高

等
学

校
等

を
退

学
し

た

後
、

再
び

県
内

の
高

等
学

校

等
で

学
び

直
す

者
に

対
す

る

就
学

支
援

金
（

高
等

学
校

等

就
学

支
援

金
の

支
給

に
関

す

る
法

律
第

３
条

第
１

項
に

規

定
す

る
就

学
支

援
金

を
い

う
。

以
下

同
じ

。
）

に
相

当

す
る

支
援

金
の

支
給

に
関

す

る
情

報
（

以
下

「
高

等
学

校

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
  
0
0
 
 

等
学

び
直

し
支

援
金

支
給

関

係
情

報
」

と
い

う
。

）
で
 

あ
っ

て
規
則

で
定
め

る
も
の

 

２
 

知
事

 
生

活
保

護
法

の
規

定
に

準
じ

て
行

う
生

活
に

困

窮
す

る
外

国
人

の
保

護

の
決

定
及

び
実

施
又

は

徴
収

金
の

徴
収

に
関

す

る
事

務
（

以
下

「
外

国

人
生

活
保

護
実

施
等

事

務
」

と
い

う
。

）
で

 

あ
っ

て
規

則
で

定
め

る

も
の

 

(
1
)
 
災

害
救

助
法

（
昭

和
2
2
年

法
律

第
1
1
8
号

）
に

よ
る

救

助
又

は
扶

助
金

の
支

給
に

関

す
る

情
報

で
あ

っ
て

規
則

で

定
め

る
も
の

 

(
2
)
 
児

童
福

祉
法

（
昭

和
2
2
年

法
律

第
1
6
4
号

）
に

よ
る

小

児
慢

性
特

定
疾

病
医

療
費

、

療
育

の
給

付
又

は
障

害
児

入

所
給

付
費

の
支

給
に

関
す

る

情
報

で
あ

っ
て

規
則

で
定

め

る
も

の
 

(
3
)
 
児

童
扶

養
手

当
法

（
昭

和

3
6
年

法
律

第
2
3
8
号

）
に

よ

る
児

童
扶

養
手

当
の

支
給

に

関
す

る
情

報
（

以
下

「
児

童

扶
養

手
当

関
係

情
報

」
と

い

う
。

）
で

あ
っ

て
規

則
で

定

め
る

も
の

 

(
4
)
 
母

子
及

び
父

子
並

び
に

寡

婦
福

祉
法

に
よ

る
資

金
の

貸

付
け

又
は

給
付

金
の

支
給

に

関
す

る
情

報
で

あ
っ

て
規

則

で
定

め
る
も

の
 

(
5
)
 
特

別
児

童
扶

養
手

当
等

の

支
給

に
関

す
る

法
律

（
昭

和

3
9
年

法
律

第
1
3
4
号

）
に

よ

る
特

別
児

童
扶

養
手

当
、

障

害
児

福
祉

手
当

又
は

特
別

障

害
者

手
当

の
支

給
に

関
す

る

等
学

び
直

し
支

援
金

支
給

関

係
情

報
」

と
い

う
。

）
で
 

あ
っ

て
規

則
で

定
め

る
も

の
 

２
 

知
事

 
生

活
保

護
法

の
規

定
に

準
じ

て
行

う
生

活
に

困

窮
す

る
外

国
人

の
保

護

の
決

定
及

び
実

施
又

は

徴
収

金
の

徴
収

に
関

す

る
事

務
（

以
下

「
外

国

人
生

活
保

護
実

施
等

事

務
」

と
い

う
。

）
で

 

あ
っ

て
規

則
で

定
め

る

も
の

 

(
1
)
 
災

害
救

助
法

（
昭

和
2
2
年

法
律

第
1
1
8
号

）
に

よ
る

救

助
又

は
扶

助
金

の
支

給
に

関

す
る

情
報

で
あ

っ
て

規
則

で

定
め

る
も

の
 

(
2
)
 
児

童
福

祉
法

（
昭

和
2
2
年

法
律

第
1
6
4
号

）
に

よ
る

小

児
慢

性
特

定
疾

病
医

療
費

、

療
育

の
給

付
又

は
障

害
児

入

所
給

付
費

の
支

給
に

関
す

る

情
報

で
あ

っ
て

規
則

で
定

め

る
も

の
 

(
3
)
 
児

童
扶

養
手

当
法

（
昭

和

3
6
年

法
律

第
2
3
8
号

）
に

よ

る
児

童
扶

養
手

当
の

支
給

に

関
す

る
情

報
（

以
下

「
児

童

扶
養

手
当

関
係

情
報

」
と

い

う
。

）
で

あ
っ

て
規

則
で

定

め
る

も
の

 

(
4
)
 
母

子
及

び
父

子
並

び
に

寡

婦
福

祉
法

に
よ

る
資

金
の

貸

付
け

又
は

給
付

金
の

支
給

に

関
す

る
情

報
で

あ
っ

て
規

則

で
定

め
る

も
の

 

(
5
)
 
特

別
児

童
扶

養
手

当
等

の

支
給

に
関

す
る

法
律

（
昭

和

3
9
年

法
律

第
1
3
4
号

）
に

よ

る
特

別
児

童
扶

養
手

当
、

障

害
児

福
祉

手
当

又
は

特
別

障

害
者

手
当

の
支

給
に

関
す

る



（6） 号外第54号令和６（2024）年10月21日　月曜日 栃 木 県 公 報

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
  
0
0
 
 

等
学

び
直

し
支

援
金

支
給

関

係
情

報
」

と
い

う
。

）
で
 

あ
っ

て
規
則

で
定
め

る
も
の

 

２
 

知
事

 
生

活
保

護
法

の
規

定
に

準
じ

て
行

う
生

活
に

困

窮
す

る
外

国
人

の
保

護

の
決

定
及

び
実

施
又

は

徴
収

金
の

徴
収

に
関

す

る
事

務
（

以
下

「
外

国

人
生

活
保

護
実

施
等

事

務
」

と
い

う
。

）
で

 

あ
っ

て
規

則
で

定
め

る

も
の

 

(
1
)
 
災

害
救

助
法

（
昭

和
2
2
年

法
律

第
1
1
8
号

）
に

よ
る

救

助
又

は
扶

助
金

の
支

給
に

関

す
る

情
報

で
あ

っ
て

規
則

で

定
め

る
も
の

 

(
2
)
 
児

童
福

祉
法

（
昭

和
2
2
年

法
律

第
1
6
4
号

）
に

よ
る

小

児
慢

性
特

定
疾

病
医

療
費

、

療
育

の
給

付
又

は
障

害
児

入

所
給

付
費

の
支

給
に

関
す

る

情
報

で
あ

っ
て

規
則

で
定

め

る
も

の
 

(
3
)
 
児

童
扶

養
手

当
法

（
昭

和

3
6
年

法
律

第
2
3
8
号

）
に

よ

る
児

童
扶

養
手

当
の

支
給

に

関
す

る
情

報
（

以
下

「
児

童

扶
養

手
当

関
係

情
報

」
と

い

う
。

）
で

あ
っ

て
規

則
で

定

め
る

も
の

 

(
4
)
 
母

子
及

び
父

子
並

び
に

寡

婦
福

祉
法

に
よ

る
資

金
の

貸

付
け

又
は

給
付

金
の

支
給

に

関
す

る
情

報
で

あ
っ

て
規

則

で
定

め
る
も

の
 

(
5
)
 
特

別
児

童
扶

養
手

当
等

の

支
給

に
関

す
る

法
律

（
昭

和

3
9
年

法
律

第
1
3
4
号

）
に

よ

る
特

別
児

童
扶

養
手

当
、

障

害
児

福
祉

手
当

又
は

特
別

障

害
者

手
当

の
支

給
に

関
す

る

等
学

び
直

し
支

援
金

支
給

関

係
情

報
」

と
い

う
。

）
で
 

あ
っ

て
規

則
で

定
め

る
も

の
 

２
 

知
事

 
生

活
保

護
法

の
規

定
に

準
じ

て
行

う
生

活
に

困

窮
す

る
外

国
人

の
保

護

の
決

定
及

び
実

施
又

は

徴
収

金
の

徴
収

に
関

す

る
事

務
（

以
下

「
外

国

人
生

活
保

護
実

施
等

事

務
」

と
い

う
。

）
で

 

あ
っ

て
規

則
で

定
め

る

も
の

 

(
1
)
 
災

害
救

助
法

（
昭

和
2
2
年

法
律

第
1
1
8
号

）
に

よ
る

救

助
又

は
扶

助
金

の
支

給
に

関

す
る

情
報

で
あ

っ
て

規
則

で

定
め

る
も

の
 

(
2
)
 
児

童
福

祉
法

（
昭

和
2
2
年

法
律

第
1
6
4
号

）
に

よ
る

小

児
慢

性
特

定
疾

病
医

療
費

、

療
育

の
給

付
又

は
障

害
児

入

所
給

付
費

の
支

給
に

関
す

る

情
報

で
あ

っ
て

規
則

で
定

め

る
も

の
 

(
3
)
 
児

童
扶

養
手

当
法

（
昭

和

3
6
年

法
律

第
2
3
8
号

）
に

よ

る
児

童
扶

養
手

当
の

支
給

に

関
す

る
情

報
（

以
下

「
児

童

扶
養

手
当

関
係

情
報

」
と

い

う
。

）
で

あ
っ

て
規

則
で

定

め
る

も
の

 

(
4
)
 
母

子
及

び
父

子
並

び
に

寡

婦
福

祉
法

に
よ

る
資

金
の

貸

付
け

又
は

給
付

金
の

支
給

に

関
す

る
情

報
で

あ
っ

て
規

則

で
定

め
る

も
の

 

(
5
)
 
特

別
児

童
扶

養
手

当
等

の

支
給

に
関

す
る

法
律

（
昭

和

3
9
年

法
律

第
1
3
4
号

）
に

よ

る
特

別
児

童
扶

養
手

当
、

障

害
児

福
祉

手
当

又
は

特
別

障

害
者

手
当

の
支

給
に

関
す

る
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
  
0
0
 
 

情
報

で
あ

っ
て

規
則

で
定

め

る
も

の
 

(
6
)
 
労

働
施

策
の

総
合

的
な

推

進
並

び
に

労
働

者
の

雇
用

の

安
定

及
び

職
業

生
活

の
充

実

等
に

関
す

る
法

律
（

昭
和

4
1

年
法

律
第

1
3
2
号

）
に

よ
る

職
業

転
換

給
付

金
の

支
給

に

関
す

る
情

報
で

あ
っ

て
規

則

で
定

め
る
も

の
 

(
7
)
 
国

民
年

金
法

等
の

一
部

を

改
正

す
る

法
律

（
昭

和
6
0
年

法
律

第
3
4
号

）
附

則
第

9
7
条

第
１

項
の

福
祉

手
当

の
支

給

に
関

す
る

情
報

で
あ

っ
て

規

則
で

定
め
る

も
の

 

(
8
)
 
中

国
残

留
邦

人
等

の
円

滑

な
帰

国
の

促
進

並
び

に
永

住

帰
国

し
た

中
国

残
留

邦
人

等

及
び

特
定

配
偶

者
の

自
立

の

支
援

に
関

す
る

法
律

（
平

成

６
年

法
律

第
3
0
号

）
に

よ
る

永
住

帰
国

旅
費

、
自

立
支

度

金
、

一
時

金
、

支
援

給
付

、

配
偶

者
支

援
金

又
は

一
時

帰

国
旅

費
の

支
給

に
関

す
る

情

報
で

あ
っ

て
規

則
で

定
め

る

も
の

 

(
9
)
 
原

子
爆

弾
被

爆
者

に
対

す

る
援

護
に

関
す

る
法

律
（

平

成
６

年
法

律
第

1
1
7
号

）
に

よ
る

手
当

等
の

支
給

に
関

す

る
情

報
で

あ
っ

て
規

則
で

定

情
報

で
あ

っ
て

規
則

で
定

め

る
も

の
 

(
6
)
 
労

働
施

策
の

総
合

的
な

推

進
並

び
に

労
働

者
の

雇
用

の

安
定

及
び

職
業

生
活

の
充

実

等
に

関
す

る
法

律
（

昭
和

4
1

年
法

律
第

1
3
2
号

）
に

よ
る

職
業

転
換

給
付

金
の

支
給

に

関
す

る
情

報
で

あ
っ

て
規

則

で
定

め
る

も
の

 

(
7
)
 
国

民
年

金
法

等
の

一
部

を

改
正

す
る

法
律

（
昭

和
6
0
年

法
律

第
3
4
号

）
附

則
第

9
7
条

第
１

項
の

福
祉

手
当

の
支

給

に
関

す
る

情
報

で
あ

っ
て

規

則
で

定
め

る
も

の
 

(
8
)
 
中

国
残

留
邦

人
等

の
円

滑

な
帰

国
の

促
進

並
び

に
永

住

帰
国

し
た

中
国

残
留

邦
人

等

及
び

特
定

配
偶

者
の

自
立

の

支
援

に
関

す
る

法
律

（
平

成

６
年

法
律

第
3
0
号

）
に

よ
る

永
住

帰
国

旅
費

、
自

立
支

度

金
、

一
時

金
、

支
援

給
付

、

配
偶

者
支

援
金

又
は

一
時

帰

国
旅

費
の

支
給

に
関

す
る

情

報
で

あ
っ

て
規

則
で

定
め

る

も
の

 

(
9
)
 
原

子
爆

弾
被

爆
者

に
対

す

る
援

護
に

関
す

る
法

律
（

平

成
６

年
法

律
第

1
1
7
号

）
に

よ
る

手
当

等
の

支
給

に
関

す

る
情

報
で

あ
っ

て
規

則
で

定



（7）号外第54号栃 木 県 公 報令和６（2024）年10月21日　月曜日

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
  
0
0
 
 

情
報

で
あ

っ
て

規
則

で
定

め

る
も

の
 

(
6
)
 
労

働
施

策
の

総
合

的
な

推

進
並

び
に

労
働

者
の

雇
用

の

安
定

及
び

職
業

生
活

の
充

実

等
に

関
す

る
法

律
（

昭
和

4
1

年
法

律
第

1
3
2
号

）
に

よ
る

職
業

転
換

給
付

金
の

支
給

に

関
す

る
情

報
で

あ
っ

て
規

則

で
定

め
る
も

の
 

(
7
)
 
国

民
年

金
法

等
の

一
部

を

改
正

す
る

法
律

（
昭

和
6
0
年

法
律

第
3
4
号

）
附

則
第

9
7
条

第
１

項
の

福
祉

手
当

の
支

給

に
関

す
る

情
報

で
あ

っ
て

規

則
で

定
め
る

も
の

 

(
8
)
 
中

国
残

留
邦

人
等

の
円

滑

な
帰

国
の

促
進

並
び

に
永

住

帰
国

し
た

中
国

残
留

邦
人

等

及
び

特
定

配
偶

者
の

自
立

の

支
援

に
関

す
る

法
律

（
平

成

６
年

法
律

第
3
0
号

）
に

よ
る

永
住

帰
国

旅
費

、
自

立
支

度

金
、

一
時

金
、

支
援

給
付

、

配
偶

者
支

援
金

又
は

一
時

帰

国
旅

費
の

支
給

に
関

す
る

情

報
で

あ
っ

て
規

則
で

定
め

る

も
の

 

(
9
)
 
原

子
爆

弾
被

爆
者

に
対

す

る
援

護
に

関
す

る
法

律
（

平

成
６

年
法

律
第

1
1
7
号

）
に

よ
る

手
当

等
の

支
給

に
関

す

る
情

報
で

あ
っ

て
規

則
で

定

情
報

で
あ

っ
て

規
則

で
定

め

る
も

の
 

(
6
)
 
労

働
施

策
の

総
合

的
な

推

進
並

び
に

労
働

者
の

雇
用

の

安
定

及
び

職
業

生
活

の
充

実

等
に

関
す

る
法

律
（

昭
和

4
1

年
法

律
第

1
3
2
号

）
に

よ
る

職
業

転
換

給
付

金
の

支
給

に

関
す

る
情

報
で

あ
っ

て
規

則

で
定

め
る

も
の

 

(
7
)
 
国

民
年

金
法

等
の

一
部

を

改
正

す
る

法
律

（
昭

和
6
0
年

法
律

第
3
4
号

）
附

則
第

9
7
条

第
１

項
の

福
祉

手
当

の
支

給

に
関

す
る

情
報

で
あ

っ
て

規

則
で

定
め

る
も

の
 

(
8
)
 
中

国
残

留
邦

人
等

の
円

滑

な
帰

国
の

促
進

並
び

に
永

住

帰
国

し
た

中
国

残
留

邦
人

等

及
び

特
定

配
偶

者
の

自
立

の

支
援

に
関

す
る

法
律

（
平

成

６
年

法
律

第
3
0
号

）
に

よ
る

永
住

帰
国

旅
費

、
自

立
支

度

金
、

一
時

金
、

支
援

給
付

、

配
偶

者
支

援
金

又
は

一
時

帰

国
旅

費
の

支
給

に
関

す
る

情

報
で

あ
っ

て
規

則
で

定
め

る

も
の

 

(
9
)
 
原

子
爆

弾
被

爆
者

に
対

す

る
援

護
に

関
す

る
法

律
（

平

成
６

年
法

律
第

1
1
7
号

）
に

よ
る

手
当

等
の

支
給

に
関

す

る
情

報
で

あ
っ

て
規

則
で

定

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
  
0
0
 
 

め
る

も
の

 

(
1
0
)
 

障
害

者
の

日
常

生
活

及

び
社

会
生

活
を

総
合

的
に

支

援
す

る
た

め
の

法
律

（
平

成

1
7
年

法
律

第
1
2
3
号

）
に

よ

る
自

立
支

援
給

付
の

支
給

に

関
す

る
情

報
で

あ
っ

て
規

則

で
定

め
る
も

の
 

(
1
1
)
 

難
病

の
患

者
に

対
す

る

医
療

等
に

関
す

る
法

律
（

平

成
2
6
年

法
律

第
5
0
号

）
に
よ

る
特

定
医

療
費

の
支

給
に

関

す
る

情
報

で
あ

っ
て

規
則

で

定
め

る
も
の

 

(
1
)
 
・

(
2
)
 
 

略
 

３
 

知
事

 
児

童
福

祉
法

（
昭

和
2
2

年
法

律
第

1
6
4
号

）
に

よ
る

負
担

能
力

の
認

定

又
は

費
用

の
徴

収
に

関

す
る

事
務

で
あ

っ
て

規

則
で

定
め
る

も
の

 

略
 

４
 

略
 

５
 

知
事

 
ひ

と
り

親
高

等
学

校
卒

業
程

度
認

定
試

験
給

付

金
支

給
事

務
で

あ
っ

て

規
則

で
定
め

る
も
の

 

児
童

扶
養

手
当

法
（

昭
和

3
6
年

法
律

第
2
3
8
号

）
に

よ
る

児
童

扶
養

手
当

の
支

給
に

関
す

る
情

報
で

あ
っ

て
規

則
で

定
め

る
も

の
 

６
 

知
事

又
は

教
育

委
員

会
 

高
等

学
校

等
（

特
別

支

援
学

校
の

高
等

部
を

除

く
。

）
に

在
学

す
る

生

徒
又

は
学

生
の

保
護

者

等
に

対
す

る
奨

学
の

た

め
の

給
付

金
の

支
給

に

略
 

め
る

も
の

 

(
1
0
)
 

障
害

者
の

日
常

生
活

及

び
社

会
生

活
を

総
合

的
に

支

援
す

る
た

め
の

法
律

（
平

成

1
7
年

法
律

第
1
2
3
号

）
に

よ

る
自

立
支

援
給

付
の

支
給

に

関
す

る
情

報
で

あ
っ

て
規

則

で
定

め
る

も
の

 

(
1
1
)
 

難
病

の
患

者
に

対
す

る

医
療

等
に

関
す

る
法

律
（

平

成
2
6
年

法
律

第
5
0
号

）
に

よ

る
特

定
医

療
費

の
支

給
に

関

す
る

情
報

で
あ

っ
て

規
則

で

定
め

る
も

の
 

(
1
2
)
・

(
1
3
)
 

略
 

３
 

知
事

 
児

童
福

祉
法

（
昭

和
2
2

年
法

律
第

1
6
4
号

）
に

よ
る

負
担

能
力

の
認

定

又
は

費
用

の
徴

収
に

関

す
る

事
務

で
あ

っ
て

規

則
で

定
め

る
も

の
 

略
 

４
 

略
 

５
 

知
事

 
ひ

と
り

親
高

等
学

校
卒

業
程

度
認

定
試

験
給

付

金
支

給
事

務
で

あ
っ

て

規
則

で
定

め
る

も
の

 

児
童

扶
養

手
当

関
係

情
報

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
で

あ
っ

て
規

則
で

定
め

る
も

の
 

６
 

知
事

又
は

教
育

委
員

会
 

奨
学

の
た

め
の

給
付

金

支
給

事
務

あ
あ

あ
あ

あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ

略
 



（8） 号外第54号令和６（2024）年10月21日　月曜日 栃 木 県 公 報

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
  
0
0
 
 

め
る

も
の

 

(
1
0
)
 

障
害

者
の

日
常

生
活

及

び
社

会
生

活
を

総
合

的
に

支

援
す

る
た

め
の

法
律

（
平

成

1
7
年

法
律

第
1
2
3
号

）
に

よ

る
自

立
支

援
給

付
の

支
給

に

関
す

る
情

報
で

あ
っ

て
規

則

で
定

め
る
も

の
 

(
1
1
)
 

難
病

の
患

者
に

対
す

る

医
療

等
に

関
す

る
法

律
（

平

成
2
6
年

法
律

第
5
0
号

）
に
よ

る
特

定
医

療
費

の
支

給
に

関

す
る

情
報

で
あ

っ
て

規
則

で

定
め

る
も
の

 

(
1
)
 
・

(
2
)
 
 

略
 

３
 

知
事

 
児

童
福

祉
法

（
昭

和
2
2

年
法

律
第

1
6
4
号

）
に

よ
る

負
担

能
力

の
認

定

又
は

費
用

の
徴

収
に

関

す
る

事
務

で
あ

っ
て

規

則
で

定
め
る

も
の

 

略
 

４
 

略
 

５
 

知
事

 
ひ

と
り

親
高

等
学

校
卒

業
程

度
認

定
試

験
給

付

金
支

給
事

務
で

あ
っ

て

規
則

で
定
め

る
も
の

 

児
童

扶
養

手
当

法
（

昭
和

3
6
年

法
律

第
2
3
8
号

）
に

よ
る

児
童

扶
養

手
当

の
支

給
に

関
す

る
情

報
で

あ
っ

て
規

則
で

定
め

る
も

の
 

６
 

知
事

又
は

教
育

委
員

会
 

高
等

学
校

等
（

特
別

支

援
学

校
の

高
等

部
を

除

く
。

）
に

在
学

す
る

生

徒
又

は
学

生
の

保
護

者

等
に

対
す

る
奨

学
の

た

め
の

給
付

金
の

支
給

に

略
 

め
る

も
の

 

(
1
0
)
 

障
害

者
の

日
常

生
活

及

び
社

会
生

活
を

総
合

的
に

支

援
す

る
た

め
の

法
律

（
平

成

1
7
年

法
律

第
1
2
3
号

）
に

よ

る
自

立
支

援
給

付
の

支
給

に

関
す

る
情

報
で

あ
っ

て
規

則

で
定

め
る

も
の

 

(
1
1
)
 

難
病

の
患

者
に

対
す

る

医
療

等
に

関
す

る
法

律
（

平

成
2
6
年

法
律

第
5
0
号

）
に

よ

る
特

定
医

療
費

の
支

給
に

関

す
る

情
報

で
あ

っ
て

規
則

で

定
め

る
も

の
 

(
1
2
)
・

(
1
3
)
 

略
 

３
 

知
事

 
児

童
福

祉
法

（
昭

和
2
2

年
法

律
第

1
6
4
号

）
に

よ
る

負
担

能
力

の
認

定

又
は

費
用

の
徴

収
に

関

す
る

事
務

で
あ

っ
て

規

則
で

定
め

る
も

の
 

略
 

４
 

略
 

５
 

知
事

 
ひ

と
り

親
高

等
学

校
卒

業
程

度
認

定
試

験
給

付

金
支

給
事

務
で

あ
っ

て

規
則

で
定

め
る

も
の

 

児
童

扶
養

手
当

関
係

情
報

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
で

あ
っ

て
規

則
で

定
め

る
も

の
 

６
 

知
事

又
は

教
育

委
員

会
 

奨
学

の
た

め
の

給
付

金

支
給

事
務

あ
あ

あ
あ

あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ

略
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
  
0
0
 
 

 
 

（
住

民
基

本
台

帳
法
に

基
づ

く
本
人

確
認
情

報
の
提

供
及

び
利
用

に
関
す

る
条
例

の
一

部
改
正

）
 

第
４

条
 

住
民

基
本

台
帳
法

に
基

づ
く
本

人
確
認

情
報
の

提
供

及
び
利

用
に
関

す
る
条

例
（

平
成
2
0
年

栃
木

県
条
例

第
２

号
）

の
一

部
を

次
の

よ
う

に
改

正
す

る
。

 

関
す

る
事

務
で

あ
っ

て

規
則

で
定
め

る
も
の

 

７
 

知
事

又
は

教
育

委
員

会
 

高
等

学
校

等
を

退
学

し

た
後

、
再

び
県

内
の

高

等
学

校
等

で
学

び
直

す

者
に

対
す

る
就

学
支

援

金
に

相
当

す
る

支
援

金

の
支

給
に

関
す

る
事

務

で
あ

っ
て

規
則

で
定

め

る
も

の
 

略
 

 別
表

第
３
（

第
３
条

関
係
）

 

情
報

照
会

機
関

 
事
務

 
情
報

提
供
機

関
 

特
定

個
人
情

報
 

１
 

略
 

２
 

知
事

 
外

国
人

生
活

保
護

実
施

等
事

務
で
 

あ
っ

て
規

則
で

定

め
る

も
の

 

教
育

委
員
会

 
(
1
)
a
特

別
支

援
学

校
へ

の
就

学
奨

励
に

関
す

る
法

律
に

よ
る

特
別

支
援

学
校

へ
の

就
学

の
た

め
必

要
な

経
費

の
支

弁
に

関
す

る
情

報
で

あ
っ

て
規

則
で

定
め

る
も
の

 

(
2
)
a
学

校
保

健
安

全
法

（
昭

和
3
3
年

法
律

第

5
6
号

）
に

よ
る

医
療

に
要

す
る

費
用

に
つ

い
て

の
援

助
に

関
す

る
情

報
で

あ
っ

て
規

則
で

定
め
る

も
 

(
1
)
～

(
3
)
 

略
 

３
～

５
 
略

 
 

 

あ
あ

あ
あ

あ
で

あ
っ

て

規
則

で
定

め
る

も
の

 

７
 

知
事

又
は

教
育

委
員

会
 

高
等

学
校

等
学

び
直

し

支
援

金
支

給
事

務
あ

あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ

で
あ

っ
て

規
則

で
定

め

る
も

の
 

略
 

 別
表

第
３

（
第

３
条

関
係

）
 

情
報

照
会
機

関
 

事
務

 
情

報
提

供
機

関
 

特
定

個
人

情
報

 

１
 

略
 

２
 

知
事

 
外

国
人

生
活

保
護

実
施

等
事

務
で
 

あ
っ

て
規

則
で

定

め
る

も
の

 

教
育

委
員

会
 

(
1
)
a
特

別
支

援
学

校
へ

の
就

学
奨

励
に

関
す

る
法

律
に

よ
る

特
別

支
援

学
校

へ
の

就
学

の
た

め
必

要
な

経
費

の
支

弁
に

関
す

る
情

報
で

あ
っ

て
規

則
で

定
め

る
も

の
 

(
2
)
a
学

校
保

健
安

全
法

（
昭

和
3
3
年

法
律

第

5
6
号

）
に

よ
る

医
療

に
要

す
る

費
用

に
つ

い
て

の
援

助
に

関
す

る
情

報
で

あ
っ

て
規

則
で

定
め

る
も

の
 

(
3
)
～

(
5
)
 

略
 

３
～

５
 

略
 

 
 



（9）号外第54号栃 木 県 公 報令和６（2024）年10月21日　月曜日

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
  
0
0
 
 

 
 

（
住

民
基

本
台

帳
法
に

基
づ

く
本
人

確
認
情

報
の
提

供
及

び
利
用

に
関
す

る
条
例

の
一

部
改
正

）
 

第
４

条
 

住
民

基
本

台
帳
法

に
基

づ
く
本

人
確
認

情
報
の

提
供

及
び
利

用
に
関

す
る
条

例
（

平
成
2
0
年

栃
木

県
条
例

第
２

号
）

の
一

部
を

次
の

よ
う

に
改

正
す

る
。

 

関
す

る
事

務
で

あ
っ

て

規
則

で
定
め

る
も
の

 

７
 

知
事

又
は

教
育

委
員

会
 

高
等

学
校

等
を

退
学

し

た
後

、
再

び
県

内
の

高

等
学

校
等

で
学

び
直

す

者
に

対
す

る
就

学
支

援

金
に

相
当

す
る

支
援

金

の
支

給
に

関
す

る
事

務

で
あ

っ
て

規
則

で
定

め

る
も

の
 

略
 

 別
表

第
３
（

第
３
条

関
係
）

 

情
報

照
会

機
関

 
事
務

 
情
報

提
供
機

関
 

特
定

個
人
情

報
 

１
 

略
 

２
 

知
事

 
外

国
人

生
活

保
護

実
施

等
事

務
で
 

あ
っ

て
規

則
で

定

め
る

も
の

 

教
育

委
員
会

 
(
1
)
a
特

別
支

援
学

校
へ

の
就

学
奨

励
に

関
す

る
法

律
に

よ
る

特
別

支
援

学
校

へ
の

就
学

の
た

め
必

要
な

経
費

の
支

弁
に

関
す

る
情

報
で

あ
っ

て
規

則
で

定
め

る
も
の

 

(
2
)
a
学

校
保

健
安

全
法

（
昭

和
3
3
年

法
律

第

5
6
号

）
に

よ
る

医
療

に
要

す
る

費
用

に
つ

い
て

の
援

助
に

関
す

る
情

報
で

あ
っ

て
規

則
で

定
め
る

も
 

(
1
)
～

(
3
)
 

略
 

３
～

５
 
略

 
 

 

あ
あ

あ
あ

あ
で

あ
っ

て

規
則

で
定

め
る

も
の

 

７
 

知
事

又
は

教
育

委
員

会
 

高
等

学
校

等
学

び
直

し

支
援

金
支

給
事

務
あ

あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ

で
あ

っ
て

規
則

で
定

め

る
も

の
 

略
 

 別
表

第
３

（
第

３
条

関
係

）
 

情
報

照
会
機

関
 

事
務

 
情

報
提

供
機

関
 

特
定

個
人

情
報

 

１
 

略
 

２
 

知
事

 
外

国
人

生
活

保
護

実
施

等
事

務
で
 

あ
っ

て
規

則
で

定

め
る

も
の

 

教
育

委
員

会
 

(
1
)
a
特

別
支

援
学

校
へ

の
就

学
奨

励
に

関
す

る
法

律
に

よ
る

特
別

支
援

学
校

へ
の

就
学

の
た

め
必

要
な

経
費

の
支

弁
に

関
す

る
情

報
で

あ
っ

て
規

則
で

定
め

る
も

の
 

(
2
)
a
学

校
保

健
安

全
法

（
昭

和
3
3
年

法
律

第

5
6
号

）
に

よ
る

医
療

に
要

す
る

費
用

に
つ

い
て

の
援

助
に

関
す

る
情

報
で

あ
っ

て
規

則
で

定
め

る
も

の
 

(
3
)
～

(
5
)
 

略
 

３
～

５
 

略
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
  
0
0
 
 

 
 

 
次

の
表

の
改

正
前
の

欄
に

掲
げ
る

規
定
を

同
表
の

改
正

後
の
欄

に
掲
げ

る
規
定

に
下

線
で
示

す
よ
う

に
改
正

す
る

。
 

 
第

５
条

 
住

民
基

本
台
帳

法
に

基
づ
く

本
人
確

認
情
報

の
提

供
及
び

利
用
に

関
す
る

条
例

の
一
部

を
次
の

よ
う
に

改
正

す
る

。
 

 
 

 
次

の
表

の
改

正
前
の

欄
に

掲
げ
る

規
定
を

同
表
の

改
正

後
の
欄

に
掲
げ

る
規
定

に
下

線
で
示

す
よ
う

に
改
正

す
る

。
 

改
 

 
 
正

 
 
 

後
 

改
 

 
 

正
 

 
 

前
 

別
表

第
１
（

第
２
条

関
係
）

 

１
 

私
立

の
高
等

学
校

等
（

高
等

学
校

等
就
学

支
援

金
の

支
給

に
関

す
る
法

律
（

平

成
2
2
年

法
律

第
1
8
号

）
第

２
条

に
規

定
す

る
高

等
学

校
等

を
い

う
。

以
下

同

じ
。

）
（

特
別
支

援
学

校
の

高
等

部
を

除
く
。

）
に

在
学

す
る

生
徒

又
は
学

生
の

保
護

者
等

（
同
法

第
３

条
第

２
項

第
３

号
に
規

定
す

る
保

護
者

等
を

い
う
。

以
下

同
じ

。
）

に
対
す

る
奨

学
の

た
め

の
給

付
金
の

支
給

に
関

す
る

事
務

で
あ
っ

て
規

則
で

定
め
る

も
の

 

２
 

高
等

学
校
等

を
退

学
し

た
後

、
再

び
県
内

の
私

立
の

高
等

学
校

等
で
学

び
直

す

者
に

対
す

る
就
学

支
援

金
（

高
等

学
校

等
就
学

支
援

金
の

支
給

に
関

す
る
法

律
第

３
条

第
１

項
に
規

定
す

る
就

学
支

援
金

を
い
う

。
以

下
同

じ
。

）
に

相
当
す

る
支

援
金

の
支
給

に
関
す

る
事
務

で
あ

っ
て
規

則
で
定

め
る
も

の
 

３
 

生
活

保
護

法
（

昭
和

2
5
年

法
律

第
1
4
4
号

）
の

規
定

に
準

じ
て

行
う

生
活

に
困

窮
す

る
外

国
人
の

保
護

の
決

定
及

び
実

施
、
就

労
自

立
給

付
金

若
し

く
は
進

学
準

備
給

付
金

の
支
給

、
被

保
護

者
健

康
管

理
支
援

事
業

の
実

施
、

保
護

に
要
す

る
費

用
の

返
還
又

は
徴
収

金
の
徴

収
に

関
す
る

事
務
で

あ
っ
て

規
則

で
定
め

る
も
の

 

１
・

２
 
略

 

別
表

第
１

（
第

２
条

関
係

）
 

１
 

私
立

の
高
等

学
校

等
（

高
等

学
校

等
就

学
支

援
金

の
支

給
に

関
す

る
法

律
（

平

成
2
2
年

法
律

第
1
8
号

）
第

２
条

に
規

定
す

る
高

等
学

校
等

を
い

う
。

以
下

同

じ
。

）
（

特
別
支

援
学

校
の

高
等

部
を

除
く

。
）

に
在

学
す

る
生

徒
又

は
学

生
の

保
護

者
等

（
同
法

第
３

条
第

２
項

第
３

号
に

規
定

す
る

保
護

者
等

を
い

う
。

以
下

同
じ

。
）

に
対
す

る
奨

学
の

た
め

の
給

付
金

の
支

給
に

関
す

る
事

務
で

あ
っ

て
規

則
で

定
め
る

も
の

 

２
 

高
等

学
校
等

を
退

学
し

た
後

、
再

び
県

内
の

私
立

の
高

等
学

校
等

で
学

び
直

す

者
に

対
す

る
就
学

支
援

金
（

高
等

学
校

等
就

学
支

援
金

の
支

給
に

関
す

る
法

律
第

３
条

第
１

項
に
規

定
す

る
就

学
支

援
金

を
い

う
。

以
下

同
じ

。
）

に
相

当
す

る
支

援
金

の
支
給

に
関
す

る
事

務
で

あ
っ

て
規

則
で

定
め

る
も

の
 

３
 

生
活

保
護

法
（

昭
和

2
5
年

法
律

第
1
4
4
号

）
の

規
定

に
準

じ
て

行
う

生
活

に
困

窮
す

る
外

国
人
の

保
護

の
決

定
及

び
実

施
、

就
労

自
立

給
付

金
若

し
く

は
進

学
準

備
給

付
金

の
支
給

、
被

保
護

者
健

康
管

理
支

援
事

業
の

実
施

、
保

護
に

要
す

る
費

用
の

返
還
又

は
徴
収

金
の

徴
収

に
関

す
る

事
務

で
あ

っ
て

規
則

で
定

め
る

も
の

 

４
・

５
 

略
 

改
 

 
 
正

 
 
 

後
 

改
 

 
 

正
 

 
 

前
 

別
表

第
２
（

第
３
条

関
係
）

 

知
事

以
外

の
執

行
機

関
 

事
 

 
 
 

 
 
 

 
務

 

１
 

略
 

２
 

教
育

委
員

会
 

国
立

又
は

公
立

の
高

等
学

校
等

（
特

別
支

援
学

校
の

高

等
部

を
除

く
。

）
に

在
学

す
る

生
徒

又
は

学
生

の
保

護

者
等

に
対

す
る

奨
学

の
た

め
の

給
付

金
の

支
給

に
関

す

る
事

務
で
あ

っ
て
規

則
で
定

め
る

も
の

 

２
 

略
 

４
 

教
育

委
員

会
 

高
等

学
校

等
を

退
学

し
た

後
、

再
び

県
内

の
県

立
の

高

等
学

校
で

学
び

直
す

者
に

対
す

る
就

学
支

援
金

に
相

当

別
表

第
２

（
第

３
条

関
係

）
 

知
事

以
外
の

執
行
機

関
 

事
 

 
 

 
 

 
 

 
務

 

１
 

略
 

２
 

教
育
委

員
会

 
国

立
又

は
公

立
の

高
等

学
校

等
（

特
別

支
援

学
校

の
高

等
部

を
除

く
。

）
に

在
学

す
る

生
徒

又
は

学
生

の
保

護

者
等

に
対

す
る

奨
学

の
た

め
の

給
付

金
の

支
給

に
関

す

る
事

務
で

あ
っ

て
規

則
で

定
め

る
も

の
 

３
 

略
 

４
 

教
育
委

員
会

 
高

等
学

校
等

を
退

学
し

た
後

、
再

び
県

内
の

県
立

の
高

等
学

校
で

学
び

直
す

者
に

対
す

る
就

学
支

援
金

に
相

当
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0
0
 
 

 
 

 
次

の
表

の
改

正
前
の

欄
に

掲
げ
る

規
定
を

同
表
の

改
正

後
の
欄

に
掲
げ

る
規
定

に
下

線
で
示

す
よ
う

に
改
正

す
る

。
 

 
第

５
条

 
住

民
基

本
台
帳

法
に

基
づ
く

本
人
確

認
情
報

の
提

供
及
び

利
用
に

関
す
る

条
例

の
一
部

を
次
の

よ
う
に

改
正

す
る

。
 

 
 

 
次

の
表

の
改

正
前
の

欄
に

掲
げ
る

規
定
を

同
表
の

改
正

後
の
欄

に
掲
げ

る
規
定

に
下

線
で
示

す
よ
う

に
改
正

す
る

。
 

改
 

 
 
正

 
 
 

後
 

改
 

 
 

正
 

 
 

前
 

別
表

第
１
（

第
２
条

関
係
）

 

１
 

私
立

の
高
等

学
校

等
（

高
等

学
校

等
就
学

支
援

金
の

支
給

に
関

す
る
法

律
（

平

成
2
2
年

法
律

第
1
8
号

）
第

２
条

に
規

定
す

る
高

等
学

校
等

を
い

う
。

以
下

同

じ
。

）
（

特
別
支

援
学

校
の

高
等

部
を

除
く
。

）
に

在
学

す
る

生
徒

又
は
学

生
の

保
護

者
等

（
同
法

第
３

条
第

２
項

第
３

号
に
規

定
す

る
保

護
者

等
を

い
う
。

以
下

同
じ

。
）

に
対
す

る
奨

学
の

た
め

の
給

付
金
の

支
給

に
関

す
る

事
務

で
あ
っ

て
規

則
で

定
め
る

も
の

 

２
 

高
等

学
校
等

を
退

学
し

た
後

、
再

び
県
内

の
私

立
の

高
等

学
校

等
で
学

び
直

す

者
に

対
す

る
就
学

支
援

金
（

高
等

学
校

等
就
学

支
援

金
の

支
給

に
関

す
る
法

律
第

３
条

第
１

項
に
規

定
す

る
就

学
支

援
金

を
い
う

。
以

下
同

じ
。

）
に

相
当
す

る
支

援
金

の
支
給

に
関
す

る
事
務

で
あ

っ
て
規

則
で
定

め
る
も

の
 

３
 

生
活

保
護

法
（

昭
和

2
5
年

法
律

第
1
4
4
号

）
の

規
定

に
準

じ
て

行
う

生
活

に
困

窮
す

る
外

国
人
の

保
護

の
決

定
及

び
実

施
、
就

労
自

立
給

付
金

若
し

く
は
進

学
準

備
給

付
金

の
支
給

、
被

保
護

者
健

康
管

理
支
援

事
業

の
実

施
、

保
護

に
要
す

る
費

用
の

返
還
又

は
徴
収

金
の
徴

収
に

関
す
る

事
務
で

あ
っ
て

規
則

で
定
め

る
も
の

 

１
・

２
 
略

 

別
表

第
１

（
第

２
条

関
係
）

 

１
 

私
立

の
高
等

学
校

等
（

高
等

学
校

等
就

学
支

援
金

の
支

給
に

関
す

る
法

律
（

平

成
2
2
年

法
律

第
1
8
号

）
第

２
条

に
規

定
す

る
高

等
学

校
等

を
い

う
。

以
下

同

じ
。

）
（

特
別
支

援
学

校
の

高
等

部
を

除
く

。
）

に
在

学
す

る
生

徒
又

は
学

生
の

保
護

者
等

（
同
法

第
３

条
第

２
項

第
３

号
に

規
定

す
る

保
護

者
等

を
い

う
。

以
下

同
じ

。
）

に
対
す

る
奨

学
の

た
め

の
給

付
金

の
支

給
に

関
す

る
事

務
で

あ
っ

て
規

則
で

定
め
る

も
の

 

２
 

高
等

学
校
等

を
退

学
し

た
後

、
再

び
県

内
の

私
立

の
高

等
学

校
等

で
学

び
直

す

者
に

対
す

る
就
学

支
援

金
（

高
等

学
校

等
就

学
支

援
金

の
支

給
に

関
す

る
法

律
第

３
条

第
１

項
に
規

定
す

る
就

学
支

援
金

を
い

う
。

以
下

同
じ

。
）

に
相

当
す

る
支

援
金

の
支
給

に
関
す

る
事

務
で

あ
っ

て
規

則
で

定
め

る
も

の
 

３
 

生
活

保
護

法
（

昭
和

2
5
年

法
律

第
1
4
4
号

）
の

規
定

に
準

じ
て

行
う

生
活

に
困

窮
す

る
外

国
人
の

保
護

の
決

定
及

び
実

施
、

就
労

自
立

給
付

金
若

し
く

は
進

学
準

備
給

付
金

の
支
給

、
被

保
護

者
健

康
管

理
支

援
事

業
の

実
施

、
保

護
に

要
す

る
費

用
の

返
還
又

は
徴
収

金
の

徴
収

に
関

す
る

事
務

で
あ

っ
て

規
則

で
定

め
る

も
の

 

４
・

５
 

略
 

改
 

 
 
正

 
 
 

後
 

改
 

 
 

正
 

 
 

前
 

別
表

第
２
（

第
３
条

関
係
）

 

知
事

以
外

の
執

行
機

関
 

事
 

 
 
 

 
 
 

 
務

 

１
 

略
 

２
 

教
育

委
員

会
 

国
立

又
は

公
立

の
高

等
学

校
等

（
特

別
支

援
学

校
の

高

等
部

を
除

く
。

）
に

在
学

す
る

生
徒

又
は

学
生

の
保

護

者
等

に
対

す
る

奨
学

の
た

め
の

給
付

金
の

支
給

に
関

す

る
事

務
で
あ

っ
て
規

則
で
定

め
る

も
の

 

２
 

略
 

４
 

教
育

委
員

会
 

高
等

学
校

等
を

退
学

し
た

後
、

再
び

県
内

の
県

立
の

高

等
学

校
で

学
び

直
す

者
に

対
す

る
就

学
支

援
金

に
相

当

別
表

第
２

（
第

３
条

関
係

）
 

知
事

以
外
の

執
行
機

関
 

事
 

 
 

 
 

 
 

 
務

 

１
 

略
 

２
 

教
育
委

員
会

 
国

立
又

は
公

立
の

高
等

学
校

等
（

特
別

支
援

学
校

の
高

等
部

を
除

く
。

）
に

在
学

す
る

生
徒

又
は

学
生

の
保

護

者
等

に
対

す
る

奨
学

の
た

め
の

給
付

金
の

支
給

に
関

す

る
事

務
で

あ
っ

て
規

則
で

定
め

る
も

の
 

３
 

略
 

４
 

教
育
委

員
会

 
高

等
学

校
等

を
退

学
し

た
後

、
再

び
県

内
の

県
立

の
高

等
学

校
で

学
び

直
す

者
に

対
す

る
就

学
支

援
金

に
相

当
         
栃
木
県
条
例
第

3
5
号

 

 
 

 
 
栃
木
県
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

 

 
 
栃
木
県
手
数
料
条
例
（
昭
和

3
1
年
栃
木
県
条
例
第
１
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

 
 
次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
下
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

 
 

 
 
附

 
則

 

こ
の
条
例
は
、
規
則
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
（
文
書
学
事
課
）

 
 

 

  

改
 

 
 
正

 
 
 
後

 
改
 

 
 
正

 
 
 
前

 

別
表
第
１
（
第
２
条
、
第
３
条
、
第
５
条
関
係
）

 

？
事

務
？

 
？

金
額

？
 

１
～

4
2
2
 
略

 

4
2
2
の
２

 
建
築
基
準
法
第
６
条
の
３
第

１
項
又
は
第

1
8
条
第
５
項
の
規
定
に

基
づ
く
構
造
計
算
適
合
性
判
定

 

略
 

4
2
3
～

5
1
7
 
略

 

備
考

 
略

 

別
表
第
１
（
第
２
条
、
第
３
条
、
第
５
条
関
係
）

 

？
事

務
？

 
？

金
額

？
 

１
～

4
2
2
 
略

 

4
2
2
の
２

 
建
築
基
準
法
第
６
条
の
３
第

１
項
又
は
第

1
8
条
第
４
項
の
規
定
に

基
づ
く
構
造
計
算
適
合
性
判
定

 

略
 

4
2
3
～
5
1
7
 
略

 

備
考

 
略

 

  

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
  
0
0
 
 

附
 

則
 

こ
の

条
例
は

、
公
布

の
日
か

ら
施

行
す
る

。
た
だ

し
、
第

２
条

、
第
３

条
及
び

第
５
条

の
規

定
は
、

規
則
で

定
め

る
日

か
ら

施
行

す
る

。
 

（
行

政
改

革
Ｉ

Ｃ
Ｔ

推
進

課
）

 
 

 

  

す
る

支
援

金
の

支
給

に
関

す
る

事
務

で
あ

っ
て

規
則

で

定
め

る
も
の

 

３
・

４
 
略

 
  

す
る

支
援

金
の

支
給

に
関

す
る

事
務

で
あ

っ
て

規
則

で

定
め

る
も

の
 

５
・

６
 

略
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栃
木
県
条
例
第

3
6
号

 

 
 

 
 
栃
木
県
体
育
施
設
設
置
及
び
管
理
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

 

栃
木

県
体
育

施
設
設

置
及
び

管
理

条
例

（
平

成
５

年
栃
木

県
条

例
第

４
号

）
の

一
部
を

次
の

よ
う
に

改
正

す
る

。
 

別
表

７
栃
木

県
総
合

運
動
公

園
北

・
中
央

エ
リ
ア

の
利
用

料
金

の
基
準

額
の
部

(
1
)
運

動
施
設

の
款

イ
専

用
利

用
の
場

合
の

項
(
ｳ
)
野
球

場
（
本

球
場

）
の

表
を
次

の
よ
う

に
改

 
 

め
る

。
 

 

 
 

 
(
ｳ
)
 
野

球
場

（
本
球

場
）

 

利
用

時
間

 

利
用

区
分

 

午
前

８
時

3
0
分

か
ら

 

正
午

ま
で

 

正
午

か
ら

 

午
後

６
時

ま
で

 

午
前

８
時

3
0
分

か
ら

 

午
後

６
時

ま
で

 

午
後

６
時

か
ら

 

午
後

９
時

ま
で

 

ア
マ

チ
ュ

ア
ス

ポ
ー

ツ
に

利
用

す
る

場
合

 

入
場

料
を

徴
収

し
な

い
場

合
 

6
,
5
2
0
円

 
1
0
,
1
0
0
円

 
1
4
,
5
0
0
円

 
7
,
5
6
0
円

 

入
場

料
を

徴
収

す
る

場
合

 
1
6
,
3
0
0
円

 
2
5
,
2
0
0
円

 
3
6
,
2
0
0
円

 
1
8
,
9
0
0
円

 

ア
マ

チ
ュ

ア
ス

ポ
ー

ツ
以

外
に

利
用

す
る
場

合
 

入
場

料
を

徴
収

し
な

い
場

合
 

1
6
,
3
0
0
円

 
2
5
,
2
0
0
円

 
3
6
,
2
0
0
円

 
1
8
,
9
0
0
円

 

入
場

料
を

徴
収

す
る

場
合

 
1
6
3
,
0
0
0
円

 
2
5
2
,
0
0
0
円

 
3
6
2
,
0
0
0
円

 
1
8
9
,
0
0
0
円

 

別
表

７
栃

木
県

総
合

運
動

公
園

北
・

中
央

エ
リ

ア
の

利
用

料
金

の
基

準
額

の
部

(
2
)
会

議
室

の
款

ア
陸

上
競

技
場

の
会

議
室

の
項

及
び

イ
第

２
陸

上
競

技
場

、
野

球
場

（
本

球

場
）

、
サ
ッ

カ
ー
・

ラ
グ
ビ

ー
場

、
テ
ニ

ス
コ
ー

ト
及
び

多
目

的
広

場
（

投
て

き
場

）
の
会

議
室

の
項

を
次

の
よ
う

に
改

め
る
。

 

 
 

 
 

ア
 

陸
上

競
技
場

及
び

野
球
場

（
本
球

場
）

の
会
議

室
 

利
用

時
間

 

施
設

区
分

 

午
前

８
時

3
0
分

か
ら

 

正
午

ま
で

 

正
午

か
ら

 

午
後

６
時

ま
で

 

午
前

８
時

3
0
分

か
ら

 

午
後

６
時

ま
で

 

午
後

６
時

か
ら

 

午
後

９
時

ま
で

 

  
会

議
室

１
 

3
,
2
3
0
円

 
4
,
0
3
0
円

 
6
,
9
7
0
円

 
4
,
0
3
0
円

 

会
議

室
２

 
2
,
2
8
0
円

 
2
,
7
9
0
円

 
4
,
8
2
0
円

 
2
,
7
9
0
円

 

   

陸
上

競
技

場
 

      

会
議

室
３

 
2
,
2
8
0
円

 
2
,
7
9
0
円

 
4
,
8
2
0
円

 
2
,
7
9
0
円

 

会
議

室
４

 
2
,
2
8
0
円

 
2
,
7
9
0
円

 
4
,
8
2
0
円

 
2
,
7
9
0
円

 

会
議

室
５

 
3
,
2
3
0
円

 
4
,
0
3
0
円

 
6
,
9
7
0
円

 
4
,
0
3
0
円

 

会
議

室
６

 
3
,
2
3
0
円

 
4
,
0
3
0
円

 
6
,
9
7
0
円

 
4
,
0
3
0
円

 

会
議

室
７

 
2
,
2
8
0
円

 
2
,
7
9
0
円

 
4
,
8
2
0
円

 
2
,
7
9
0
円

 

会
議

室
８

 
2
,
2
8
0
円

 
2
,
7
9
0
円

 
4
,
8
2
0
円

 
2
,
7
9
0
円

 

会
議

室
９

 
2
,
2
8
0
円

 
2
,
7
9
0
円

 
4
,
8
2
0
円

 
2
,
7
9
0
円

 

会
議

室
1

0
 

1
,
3
3
0
円

 
1
,
5
5
0
円

 
2
,
6
8
0
円

 
1
,
5
5
0
円

 

野
球

場
 

（
本

球
場

）
 

会
議

室
 

1
,
3
3
0
円

 
1
,
5
5
0
円

 
2
,
6
8
0
円

 
1
,
5
5
0
円

 

 
 

 
 

イ
 

第
２

陸
上
競

技
場

、
サ
ッ

カ
ー
・

ラ
グ
ビ

ー
場

、
テ
ニ

ス
コ

ー
ト

及
び

多
目

的
広

場
（

投
て

き
場
）

の
会

議
室

 

利
用

時
間

 

施
設

区
分

 
午

前
８

時
3
0
分

か
ら

正
午

ま
で
 

正
午

か
ら

午
後

６
時

ま
で

 
午

前
８

時
3
0
分

か
ら

午
後

６
時

ま
で

 

第
２

陸
上

 

競
技

場
 

会
議

室
 

3
,
2
3
0
円

 
4
,
0
3
0
円

 
6
,
9
7
0
円

 

サ
ッ

カ
ー

・
 

ラ
グ

ビ
ー

場
 

会
議

室
 

1
,
3
3
0
円

 
1
,
5
5
0
円

 
2
,
6
8
0
円

 

テ
ニ

ス
コ

ー
ト

 
会

議
室

 
3
,
2
3
0
円

 
4
,
0
3
0
円

 
6
,
9
7
0
円

 

多
目

的
広

場

（
投

て
き

場
）

 
会

議
室

 
2
,
2
8
0
円

 
2
,
7
9
0
円

 
4
,
8
2
0
円

 

 
 

次
の
表

の
改
正

前
の
欄

に
掲

げ
る
規

定
を
同

表
の
改

正
後

の
欄
に

掲
げ

る
規

定
に

下
線

で
示
す

よ
う
に

改
正
す

る
。

 

改
 

 
 

正
 

 
 

後
 

改
 

 
 

正
 

 
 

前
 

別
表

（
第

1
0
条

関
係

）
 

 
１

～
６

 
略

 

 
７

 
栃
木

県
総
合

運
動
公

園
北

・
中
央

エ
リ
ア

の
利
用

料
金

の
基
準

額
 

 
 

(
1
)
～
(
7
)
 
略

 

 
 

備
考

 

別
表

（
第

1
0
条

関
係

）
 

 
１

～
６

 
略

 

 
７

 
栃
木

県
総
合

運
動
公

園
北

・
中
央

エ
リ
ア

の
利
用

料
金

の
基
準

額
 

 
 

(
1
)
～

(
7
)
 
略

 

 
 

備
考
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陸
上

競
技

場
 

      

会
議

室
３

 
2
,
2
8
0
円

 
2
,
7
9
0
円

 
4
,
8
2
0
円

 
2
,
7
9
0
円

 

会
議

室
４

 
2
,
2
8
0
円

 
2
,
7
9
0
円

 
4
,
8
2
0
円

 
2
,
7
9
0
円

 

会
議

室
５

 
3
,
2
3
0
円

 
4
,
0
3
0
円

 
6
,
9
7
0
円

 
4
,
0
3
0
円

 

会
議

室
６

 
3
,
2
3
0
円

 
4
,
0
3
0
円

 
6
,
9
7
0
円

 
4
,
0
3
0
円

 

会
議

室
７

 
2
,
2
8
0
円

 
2
,
7
9
0
円

 
4
,
8
2
0
円

 
2
,
7
9
0
円

 

会
議

室
８

 
2
,
2
8
0
円

 
2
,
7
9
0
円

 
4
,
8
2
0
円

 
2
,
7
9
0
円

 

会
議

室
９

 
2
,
2
8
0
円

 
2
,
7
9
0
円

 
4
,
8
2
0
円

 
2
,
7
9
0
円

 

会
議

室
1

0
 

1
,
3
3
0
円

 
1
,
5
5
0
円

 
2
,
6
8
0
円

 
1
,
5
5
0
円

 

野
球

場
 

（
本

球
場

）
 

会
議

室
 

1
,
3
3
0
円

 
1
,
5
5
0
円

 
2
,
6
8
0
円

 
1
,
5
5
0
円

 

 
 

 
 

イ
 

第
２

陸
上
競

技
場

、
サ
ッ

カ
ー
・

ラ
グ
ビ

ー
場

、
テ
ニ

ス
コ

ー
ト

及
び

多
目

的
広

場
（

投
て

き
場
）

の
会

議
室

 

利
用

時
間

 

施
設

区
分

 
午

前
８

時
3
0
分

か
ら

正
午

ま
で

 
正

午
か

ら
午

後
６

時
ま

で
 

午
前

８
時

3
0
分

か
ら

午
後

６
時

ま
で

 

第
２

陸
上

 

競
技

場
 

会
議

室
 

3
,
2
3
0
円

 
4
,
0
3
0
円

 
6
,
9
7
0
円

 

サ
ッ

カ
ー

・
 

ラ
グ

ビ
ー

場
 

会
議

室
 

1
,
3
3
0
円

 
1
,
5
5
0
円

 
2
,
6
8
0
円

 

テ
ニ

ス
コ

ー
ト

 
会

議
室

 
3
,
2
3
0
円

 
4
,
0
3
0
円

 
6
,
9
7
0
円

 

多
目

的
広

場

（
投

て
き

場
）

 
会

議
室

 
2
,
2
8
0
円

 
2
,
7
9
0
円

 
4
,
8
2
0
円

 

 
 

次
の
表

の
改
正

前
の
欄

に
掲

げ
る
規

定
を
同

表
の
改

正
後

の
欄
に

掲
げ

る
規

定
に

下
線

で
示
す

よ
う
に

改
正
す

る
。

 

改
 

 
 
正

 
 
 

後
 

改
 

 
 
正

 
 
 

前
 

別
表

（
第

1
0
条

関
係

）
 

 
１

～
６

 
略

 

 
７

 
栃
木

県
総
合

運
動
公

園
北

・
中
央

エ
リ
ア

の
利
用

料
金

の
基
準

額
 

 
 

(
1
)
～
(
7
)
 
略

 

 
 

備
考

 

別
表

（
第

1
0
条

関
係

）
 

 
１

～
６

 
略

 

 
７

 
栃
木

県
総
合

運
動
公

園
北

・
中
央

エ
リ
ア

の
利
用

料
金

の
基
準

額
 

 
 

(
1
)
～

(
7
)
 
略

 

 
 

備
考

 

 
 

 
１
・

２
 
略

 

 
 

 
３

 
や

む
を

得
な

い
理

由
に

よ
り

午
前

８
時

3
0
分

前
又

は
午

後
９

時
後

に
陸

上

競
技

場
、

野
球

場
（

本
球
場

）
、

ト
レ

ー
ニ

ン
グ

室
若

し
く

は
テ

ニ
ス

コ
ー

ト
を

専
用

利
用

す
る

場
合

又
は

陸
上

競
技

場
若

し
く

は
野

球
場

（
本

球
場
）

の
会

議
室

若
し

く
は

ラ
ウ

ン
ジ

を
利

用
す

る
場

合
の

利
用

料
金

の
基

準
額

は
、

当
該

午
前

８
時

3
0
分

前
又

は
午

後
９

時
後

の
利

用
時

間
１

時
間

に
つ

き
、

次
に

掲
げ

る
額

に
そ

れ
ぞ

れ
1
.
5
を

乗
じ

て
得

た
額

と
す

る
。

こ
の

場

合
に

お
い

て
、

そ
の

額
に

1
0
円

未
満

の
端

数
が

あ
る

と
き

は
、

当
該

端
数

を

切
り

捨
て
る

も
の
と

す
る
。

 

 
 

 
 

(
1
)
a
陸

上
競
技

場
、

野
球

場
（
本

球
場

）
、

ト
レ

ー
ニ

ン
グ
室

並
び

に
陸

上

競
技

場
及

び
野

球
場

（
本
球

場
）

の
会

議
室

 
午

前
８
時

3
0
分

前
の

利
用

に
あ

っ
て

は
午

前
８

時
3
0
分

か
ら

正
午

ま
で

に
つ

き
定

め
ら

れ
て

い
る

利

用
料

金
の

基
準

額
の

７
分

の
２

に
相

当
す

る
額

、
午

後
９

時
後

の
利

用
に

 

あ
っ

て
は

午
後

６
時

か
ら

午
後

９
時

ま
で

に
つ

き
定

め
ら

れ
て

い
る

利
用

料
金

の
基
準

額
の
３

分
の
１

に
相

当
す
る

額
 

 
 

 
 

(
2
)
・

(
3
)
 

略
 

 
 

 
４

 
や

む
を

得
な

い
理

由
に

よ
り

午
前

８
時

3
0
分

前
又

は
午

後
６

時
後

に
第

２

陸
上

競
技

場
、

野
球

場
（

本
球

場
）

、
野

球
場

Ａ
、

野
球

場
Ｂ

、
野

球
場

Ｃ
、

ウ
ォ

ー
ム

ア
ッ

プ
場

、
サ

ッ
カ

ー
・

ラ
グ

ビ
ー

場
、

相
撲

場
、

多
目

的

広
場

（
投

て
き

場
）

若
し

く
は

多
目

的
広

場
（

ク
レ

イ
）

（
以

下
「

第
２

陸

上
競

技
場

等
」

と
い

う
。

）
を

専
用

利
用

す
る

場
合

又
は

第
２

陸
上

競
技

場
、

野
球

場
（

本
球

場
）

、
サ

ッ
カ

ー
・

ラ
グ

ビ
ー

場
、

テ
ニ

ス
コ

ー
ト

若

し
く

は
多

目
的

広
場

（
投

て
き

場
）

の
会

議
室

を
利

用
す

る
場

合
の

利
用
料

金
の

基
準

額
は

、
当
該

午
前

８
時

3
0
分

前
又

は
午

後
６

時
後

の
利

用
時

間
１

時
間

に
つ

き
、

午
前

８
時

3
0
分

前
の

利
用

に
あ
っ

て
は

午
前

８
時

3
0
分

か
ら

正
午

ま
で

に
つ

き
定

め
ら

れ
て

い
る

利
用

料
金

の
基

準
額

の
７

分
の

２
に
相

当
す

る
額

、
午

後
６

時
後
の

利
用

に
あ

っ
て

は
正

午
か
ら

午
後

６
時

ま
で
に

つ
き

定
め

ら
れ

て
い

る
利
用

料
金

の
基

準
額

の
６

分
の
１

に
相

当
す

る
額

に

そ
れ

ぞ
れ

1
.
5
を

乗
じ

て
得

た
額

と
す

る
。

こ
の

場
合

に
お

い
て

、
そ

の
額

に
1
0
円

未
満

の
端

数
が

あ
る

と
き

は
、

当
該

端
数

を
切

り
捨

て
る

も
の

と
す

る
。

 

 
 

 
５
 

略
 

 
 

 
６

 
高

校
生

等
以

下
の

者
が

陸
上

競
技

場
、

第
２

陸
上

競
技

場
等

、
野

球
場

（
本

球
場

）
、

ト
レ

ー
ニ

ン
グ

室
、

テ
ニ

ス
コ

ー
ト

若
し

く
は

武
道

館
を

専

 
 

 
１
・

２
 
略

 

 
 

 
３

 
や

む
を

得
な

い
理

由
に

よ
り

午
前

８
時

3
0
分

前
又

は
午

後
９

時
後

に
陸

上

競
技

場
、

野
球

場
（

本
球
場

）
、

ト
レ

ー
ニ

ン
グ

室
若

し
く

は
テ

ニ
ス

コ
ー

ト
を

専
用

利
用

す
る

場
合

又
は

陸
上

競
技

場
若

し
く

は
野

球
場

（
本

球
場
）

の
会

議
室

若
し

く
は

ラ
ウ

ン
ジ

を
利

用
す

る
場

合
の

利
用

料
金

の
基

準
額

は
、

当
該

午
前

８
時

3
0
分

前
又

は
午

後
９

時
後

の
利

用
時

間
１

時
間

に
つ

き
、

次
に

掲
げ

る
額

に
そ

れ
ぞ

れ
1
.
5
を

乗
じ

て
得

た
額

と
す

る
。

こ
の

場

合
に

お
い

て
、

そ
の

額
に

1
0
円

未
満

の
端

数
が

あ
る

と
き

は
、

当
該

端
数

を

切
り

捨
て
る

も
の
と

す
る
。

 

 
 

 
 

(
1
)
a
陸

上
競
技

場
、

野
球

場
（
本

球
場

）
、

ト
レ

ー
ニ

ン
グ
室

及
び

陸
上

競

技
場

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
の

会
議

室
 

午
前

８
時

3
0
分

前
の

利
用

に
あ

っ
て

は
午

前
８

時
3
0
分

か
ら

正
午

ま
で

に
つ

き
定

め
ら

れ
て

い
る

利

用
料

金
の

基
準

額
の

７
分

の
２

に
相

当
す

る
額

、
午

後
９

時
後

の
利

用
に

 

あ
っ

て
は

午
後

６
時

か
ら

午
後

９
時

ま
で

に
つ

き
定

め
ら

れ
て

い
る

利
用

料
金

の
基
準

額
の
３

分
の
１

に
相

当
す
る

額
 

 
 

 
 

(
2
)
・

(
3
)
 

略
 

 
 

 
４

 
や

む
を

得
な

い
理

由
に

よ
り

午
前

８
時

3
0
分

前
又

は
午

後
６

時
後

に
第

２

陸
上

競
技

場
、

野
球

場
（

本
球

場
）

、
野

球
場

Ａ
、

野
球

場
Ｂ

、
野

球
場

Ｃ
、

ウ
ォ

ー
ム

ア
ッ

プ
場

、
サ

ッ
カ

ー
・

ラ
グ

ビ
ー

場
、

相
撲

場
、

多
目

的

広
場

（
投

て
き

場
）

若
し

く
は

多
目

的
広

場
（

ク
レ

イ
）

（
以

下
「

第
２

陸

上
競

技
場

等
」

と
い

う
。

）
を

専
用

利
用

す
る

場
合

又
は

第
２

陸
上

競
技

場
、

野
球

場
（

本
球

場
）

、
サ

ッ
カ

ー
・

ラ
グ

ビ
ー

場
、

テ
ニ

ス
コ

ー
ト

若

し
く

は
多

目
的

広
場

（
投

て
き

場
）

の
会

議
室

を
利

用
す

る
場

合
の

利
用
料

金
の

基
準

額
は

、
当
該

午
前

８
時

3
0
分

前
又

は
午

後
６

時
後

の
利

用
時

間
１

時
間

に
つ

き
、

午
前

８
時

3
0
分

前
の

利
用

に
あ
っ

て
は

午
前

８
時

3
0
分

か
ら

正
午

ま
で

に
つ

き
定

め
ら

れ
て

い
る

利
用

料
金

の
基

準
額

の
７

分
の

２
に
相

当
す

る
額

、
午

後
６

時
後
の

利
用

に
あ

っ
て

は
正

午
か
ら

午
後

６
時

ま
で
に

つ
き

定
め

ら
れ

て
い

る
利
用

料
金

の
基

準
額

の
６

分
の
１

に
相

当
す

る
額
に

そ
れ

ぞ
れ

1
.
5
を

乗
じ

て
得

た
額

と
す

る
。

こ
の

場
合

に
お

い
て

、
そ

の
額

に
1
0
円

未
満

の
端

数
が

あ
る

と
き

は
、

当
該

端
数

を
切

り
捨

て
る

も
の

と
す

る
。

 

 
 

 
５

 
略

 

 
 

 
６

 
高

校
生

等
以

下
の

者
が

陸
上

競
技

場
、

第
２

陸
上

競
技

場
等

、
野

球
場

（
本

球
場

）
、

ト
レ

ー
ニ

ン
グ

室
、

テ
ニ

ス
コ

ー
ト

若
し

く
は

武
道

館
を

専
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１
・

２
 
略

 

 
 

 
３

 
や

む
を

得
な

い
理

由
に

よ
り

午
前

８
時

3
0
分

前
又

は
午

後
９

時
後

に
陸

上

競
技

場
、

野
球

場
（

本
球
場

）
、

ト
レ

ー
ニ

ン
グ

室
若

し
く

は
テ

ニ
ス

コ
ー

ト
を

専
用

利
用

す
る

場
合

又
は

陸
上

競
技

場
若

し
く

は
野

球
場

（
本

球
場
）

の
会

議
室

若
し

く
は

ラ
ウ

ン
ジ

を
利

用
す

る
場

合
の

利
用

料
金

の
基

準
額

は
、

当
該

午
前

８
時

3
0
分

前
又

は
午

後
９

時
後

の
利

用
時

間
１

時
間

に
つ

き
、

次
に

掲
げ

る
額

に
そ

れ
ぞ

れ
1
.
5
を

乗
じ

て
得

た
額

と
す

る
。

こ
の

場

合
に

お
い

て
、

そ
の

額
に

1
0
円

未
満

の
端

数
が

あ
る

と
き

は
、

当
該

端
数

を

切
り

捨
て
る

も
の
と

す
る
。

 

 
 

 
 

(
1
)
a
陸

上
競
技

場
、

野
球

場
（
本

球
場

）
、

ト
レ

ー
ニ

ン
グ
室

並
び

に
陸

上

競
技

場
及

び
野

球
場

（
本
球

場
）

の
会

議
室

 
午

前
８
時

3
0
分

前
の

利
用

に
あ

っ
て

は
午

前
８

時
3
0
分

か
ら

正
午

ま
で

に
つ

き
定

め
ら

れ
て

い
る

利

用
料

金
の

基
準

額
の

７
分

の
２

に
相

当
す

る
額

、
午

後
９

時
後

の
利

用
に

 

あ
っ

て
は

午
後

６
時

か
ら

午
後

９
時

ま
で

に
つ

き
定

め
ら

れ
て

い
る

利
用

料
金

の
基
準

額
の
３

分
の
１

に
相

当
す
る

額
 

 
 

 
 

(
2
)
・

(
3
)
 

略
 

 
 

 
４

 
や

む
を

得
な

い
理

由
に

よ
り

午
前

８
時

3
0
分

前
又

は
午

後
６

時
後

に
第

２

陸
上

競
技

場
、

野
球

場
（

本
球

場
）

、
野

球
場

Ａ
、

野
球

場
Ｂ

、
野

球
場

Ｃ
、

ウ
ォ

ー
ム

ア
ッ

プ
場

、
サ

ッ
カ

ー
・

ラ
グ

ビ
ー

場
、

相
撲

場
、

多
目

的

広
場

（
投

て
き

場
）

若
し

く
は

多
目

的
広

場
（

ク
レ

イ
）

（
以

下
「

第
２

陸

上
競

技
場

等
」

と
い

う
。

）
を

専
用

利
用

す
る

場
合

又
は

第
２

陸
上

競
技

場
、

野
球

場
（

本
球

場
）

、
サ

ッ
カ

ー
・

ラ
グ

ビ
ー

場
、

テ
ニ

ス
コ

ー
ト

若

し
く

は
多

目
的

広
場

（
投

て
き

場
）

の
会

議
室

を
利

用
す

る
場

合
の

利
用
料

金
の

基
準

額
は

、
当
該

午
前

８
時

3
0
分

前
又

は
午

後
６

時
後

の
利

用
時

間
１

時
間

に
つ

き
、

午
前

８
時

3
0
分

前
の

利
用

に
あ
っ

て
は

午
前

８
時

3
0
分

か
ら

正
午

ま
で

に
つ

き
定

め
ら

れ
て

い
る

利
用

料
金

の
基

準
額

の
７

分
の

２
に
相

当
す

る
額

、
午

後
６

時
後
の

利
用

に
あ

っ
て

は
正

午
か
ら

午
後

６
時

ま
で
に

つ
き

定
め

ら
れ

て
い

る
利
用

料
金

の
基

準
額

の
６

分
の
１

に
相

当
す

る
額

に

そ
れ

ぞ
れ

1
.
5
を

乗
じ

て
得

た
額

と
す

る
。

こ
の

場
合

に
お

い
て

、
そ

の
額

に
1
0
円

未
満

の
端

数
が

あ
る

と
き

は
、

当
該

端
数

を
切

り
捨

て
る

も
の

と
す

る
。

 

 
 

 
５
 

略
 

 
 

 
６

 
高

校
生

等
以

下
の

者
が

陸
上

競
技

場
、

第
２

陸
上

競
技

場
等

、
野

球
場

（
本

球
場

）
、

ト
レ

ー
ニ

ン
グ

室
、

テ
ニ

ス
コ

ー
ト

若
し

く
は

武
道

館
を

専

 
 

 
１
・

２
 
略

 

 
 

 
３

 
や

む
を

得
な

い
理

由
に

よ
り

午
前

８
時

3
0
分

前
又

は
午

後
９

時
後

に
陸

上

競
技

場
、

野
球

場
（

本
球
場

）
、

ト
レ

ー
ニ

ン
グ

室
若

し
く

は
テ

ニ
ス

コ
ー

ト
を

専
用

利
用

す
る

場
合

又
は

陸
上

競
技

場
若

し
く

は
野

球
場

（
本

球
場
）

の
会

議
室

若
し

く
は

ラ
ウ

ン
ジ

を
利

用
す

る
場

合
の

利
用

料
金

の
基

準
額

は
、

当
該

午
前

８
時

3
0
分

前
又

は
午

後
９

時
後

の
利

用
時

間
１

時
間

に
つ

き
、

次
に

掲
げ

る
額

に
そ

れ
ぞ

れ
1
.
5
を

乗
じ

て
得

た
額

と
す

る
。

こ
の

場

合
に

お
い

て
、

そ
の

額
に

1
0
円

未
満

の
端

数
が

あ
る

と
き

は
、

当
該

端
数

を

切
り

捨
て
る

も
の
と

す
る
。

 

 
 

 
 

(
1
)
a
陸

上
競
技

場
、

野
球

場
（
本

球
場

）
、

ト
レ

ー
ニ

ン
グ
室

及
び

陸
上

競

技
場

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
の

会
議

室
 

午
前

８
時

3
0
分

前
の

利
用

に
あ

っ
て

は
午

前
８

時
3
0
分

か
ら

正
午

ま
で

に
つ

き
定

め
ら

れ
て

い
る

利

用
料

金
の

基
準

額
の

７
分

の
２

に
相

当
す

る
額

、
午

後
９

時
後

の
利

用
に

 

あ
っ

て
は

午
後

６
時

か
ら

午
後

９
時

ま
で

に
つ

き
定

め
ら

れ
て

い
る

利
用

料
金

の
基
準

額
の
３

分
の
１

に
相

当
す
る

額
 

 
 

 
 

(
2
)
・

(
3
)
 

略
 

 
 

 
４

 
や

む
を

得
な

い
理

由
に

よ
り

午
前

８
時

3
0
分

前
又

は
午

後
６

時
後

に
第

２

陸
上

競
技

場
、

野
球

場
（

本
球

場
）

、
野

球
場

Ａ
、

野
球

場
Ｂ

、
野

球
場

Ｃ
、

ウ
ォ

ー
ム

ア
ッ

プ
場

、
サ

ッ
カ

ー
・

ラ
グ

ビ
ー

場
、

相
撲

場
、

多
目

的

広
場

（
投

て
き

場
）

若
し

く
は

多
目

的
広

場
（

ク
レ

イ
）

（
以

下
「

第
２

陸

上
競

技
場

等
」

と
い

う
。

）
を

専
用

利
用

す
る

場
合

又
は

第
２

陸
上

競
技

場
、

野
球

場
（

本
球

場
）

、
サ

ッ
カ

ー
・

ラ
グ

ビ
ー

場
、

テ
ニ

ス
コ

ー
ト

若

し
く

は
多

目
的

広
場

（
投

て
き

場
）

の
会

議
室

を
利

用
す

る
場

合
の

利
用
料

金
の

基
準

額
は

、
当
該

午
前

８
時

3
0
分

前
又

は
午

後
６

時
後

の
利

用
時

間
１

時
間

に
つ

き
、

午
前

８
時

3
0
分

前
の

利
用

に
あ
っ

て
は

午
前

８
時

3
0
分

か
ら

正
午

ま
で

に
つ

き
定

め
ら

れ
て

い
る

利
用

料
金

の
基

準
額

の
７

分
の

２
に
相

当
す

る
額

、
午

後
６

時
後
の

利
用

に
あ

っ
て

は
正

午
か
ら

午
後

６
時

ま
で
に

つ
き

定
め

ら
れ

て
い

る
利
用

料
金

の
基

準
額

の
６

分
の
１

に
相

当
す

る
額
に

そ
れ

ぞ
れ

1
.
5
を

乗
じ

て
得

た
額

と
す

る
。

こ
の

場
合

に
お

い
て

、
そ

の
額

に
1
0
円

未
満

の
端

数
が

あ
る

と
き

は
、

当
該

端
数

を
切

り
捨

て
る

も
の

と
す

る
。

 

 
 

 
５

 
略

 

 
 

 
６

 
高

校
生

等
以

下
の

者
が

陸
上

競
技

場
、

第
２

陸
上

競
技

場
等

、
野

球
場

（
本

球
場

）
、

ト
レ

ー
ニ

ン
グ

室
、

テ
ニ

ス
コ

ー
ト

若
し

く
は

武
道

館
を

専
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

附
 
則

 

 
 

こ
の
条

例
は
、

令
和

７
年
４

月
１
日

か
ら
施

行
す
る

。
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
（
ス

ポ
ー
ツ

振
興
課

）
 

 
 

用
利

用
す

る
場

合
又

は
陸

上
競

技
場

、
第

２
陸

上
競

技
場

、
野

球
場

（
本

球

場
）

、
サ

ッ
カ

ー
・

ラ
グ

ビ
ー

場
、

テ
ニ

ス
コ

ー
ト

、
多

目
的

広
場

（
投

て

き
場

）
、

武
道

館
若

し
く

は
合

宿
所

の
会

議
室

、
ラ

ウ
ン

ジ
、

師
範

室
、

控

室
若

し
く

は
附

属
設

備
及

び
器

具
を

利
用

す
る

場
合

の
利

用
料

金
の

基
準

額

は
、

こ
の

表
及

び
前

３
項

に
定

め
る

額
を

２
で

除
し

て
得

た
額

と
す

る
。

こ

の
場

合
に

お
い

て
、

そ
の

額
に

1
0
円

未
満

の
端

数
が

あ
る

と
き

は
、

当
該

端

数
を

切
り
捨

て
る
も

の
と
す

る
。

 

 
 

 
７
・

８
 
略

 

 
 

 
９

 
入

場
料

を
徴

収
し

て
陸

上
競

技
場

、
第

２
陸

上
競

技
場

等
、

野
球

場
（

本

球
場

）
、

ト
レ

ー
ニ

ン
グ

室
、

テ
ニ

ス
コ

ー
ト

又
は

武
道

館
を

専
用

利
用

す

る
者

が
当

該
専

用
利

用
に

際
し

陸
上

競
技

場
、

第
２

陸
上

競
技

場
、

野
球

場

（
本

球
場

）
、

サ
ッ

カ
ー

・
ラ

グ
ビ

ー
場

、
テ

ニ
ス

コ
ー

ト
、

多
目

的
広

場

（
投

て
き

場
）

、
武

道
館

若
し

く
は

合
宿

所
の

会
議

室
、

ラ
ウ

ン
ジ

、
師

範

室
、

控
室

又
は

附
属

設
備

及
び

器
具

を
利

用
す

る
場

合
（

前
項

に
規

定
す

る

場
合

を
除

く
。

）
の

利
用

料
金

の
基

準
額

は
、

こ
の

表
及

び
第

３
項

か
ら

第

６
項

ま
で
に

定
め
る

額
に

２
を
乗

じ
て
得

た
額
と

す
る
。

 

 
８

 
略

 

用
利

用
す

る
場

合
又

は
陸

上
競

技
場

、
第

２
陸

上
競

技
場

、
野

球
場

（
本

球

場
）

、
サ

ッ
カ

ー
・

ラ
グ

ビ
ー

場
、

テ
ニ

ス
コ

ー
ト

、
多

目
的

広
場

（
投

て

き
場

）
、

武
道

館
若

し
く

は
合

宿
所

の
会

議
室

、
ラ

ウ
ン

ジ
、

師
範

室
、

控

室
若

し
く

は
附

属
設

備
及

び
器

具
を

利
用

す
る

場
合

の
利

用
料

金
の

基
準

額

は
、

こ
の

表
及

び
前

３
項

に
定

め
る

額
を

２
で

除
し

て
得

た
額

と
す

る
。

こ

の
場

合
に

お
い

て
、

そ
の

額
に

1
0
円

未
満

の
端

数
が

あ
る

と
き

は
、

当
該

端

数
を

切
り
捨

て
る
も

の
と
す

る
。

 

 
 

 
７
・

８
 
略

 

 
 

 
９

 
入

場
料

を
徴

収
し

て
陸

上
競

技
場

、
第

２
陸

上
競

技
場

等
、

野
球

場
（

本

球
場

）
、

ト
レ

ー
ニ

ン
グ

室
、

テ
ニ

ス
コ

ー
ト

又
は

武
道

館
を

専
用

利
用

す

る
者

が
当

該
専

用
利

用
に

際
し

陸
上

競
技

場
、

第
２

陸
上

競
技

場
、

野
球

場

（
本

球
場

）
、

サ
ッ

カ
ー

・
ラ

グ
ビ

ー
場

、
テ

ニ
ス

コ
ー

ト
、

多
目

的
広

場

（
投

て
き

場
）

、
武

道
館

若
し

く
は

合
宿

所
の

会
議

室
、

ラ
ウ

ン
ジ

、
師

範

室
、

控
室

又
は

附
属

設
備

及
び

器
具

を
利

用
す

る
場

合
（

前
項

に
規

定
す

る

場
合

を
除

く
。

）
の

利
用

料
金

の
基

準
額

は
、

こ
の

表
及

び
第

３
項

か
ら

第

６
項

ま
で
に

定
め
る

額
に

２
を
乗

じ
て
得

た
額
と

す
る
。

 

 
８

 
略
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附
 
則

 

 
 

こ
の
条

例
は
、

令
和
７

年
４

月
１
日

か
ら
施

行
す
る

。
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
（
ス

ポ
ー
ツ

振
興
課

）
 

 
 

用
利

用
す

る
場

合
又

は
陸

上
競

技
場

、
第

２
陸

上
競

技
場

、
野

球
場

（
本

球

場
）

、
サ

ッ
カ

ー
・

ラ
グ

ビ
ー

場
、

テ
ニ

ス
コ

ー
ト

、
多

目
的

広
場

（
投

て

き
場

）
、

武
道

館
若

し
く

は
合

宿
所

の
会

議
室

、
ラ

ウ
ン

ジ
、

師
範

室
、

控

室
若

し
く

は
附

属
設

備
及

び
器

具
を

利
用

す
る

場
合

の
利

用
料

金
の

基
準

額

は
、

こ
の

表
及

び
前

３
項

に
定

め
る

額
を

２
で

除
し

て
得

た
額

と
す

る
。

こ

の
場

合
に

お
い

て
、

そ
の

額
に

1
0
円

未
満

の
端

数
が

あ
る

と
き

は
、

当
該

端

数
を

切
り
捨

て
る
も

の
と
す

る
。

 

 
 

 
７
・

８
 
略

 

 
 

 
９

 
入

場
料

を
徴

収
し

て
陸

上
競

技
場

、
第

２
陸

上
競

技
場

等
、

野
球

場
（

本

球
場

）
、

ト
レ

ー
ニ

ン
グ

室
、

テ
ニ

ス
コ

ー
ト

又
は

武
道

館
を

専
用

利
用

す

る
者

が
当

該
専

用
利

用
に

際
し

陸
上

競
技

場
、

第
２

陸
上

競
技

場
、

野
球

場

（
本

球
場

）
、

サ
ッ

カ
ー

・
ラ

グ
ビ

ー
場

、
テ

ニ
ス

コ
ー

ト
、

多
目

的
広

場

（
投

て
き

場
）

、
武

道
館

若
し

く
は

合
宿

所
の

会
議

室
、

ラ
ウ

ン
ジ

、
師

範

室
、

控
室

又
は

附
属

設
備

及
び

器
具

を
利

用
す

る
場

合
（

前
項

に
規

定
す

る

場
合

を
除

く
。

）
の

利
用

料
金

の
基

準
額

は
、

こ
の

表
及

び
第

３
項

か
ら

第

６
項

ま
で
に

定
め
る

額
に

２
を
乗

じ
て
得

た
額
と

す
る
。

 

 
８

 
略

 

用
利

用
す

る
場

合
又

は
陸

上
競

技
場

、
第

２
陸

上
競

技
場

、
野

球
場

（
本

球

場
）

、
サ

ッ
カ

ー
・

ラ
グ

ビ
ー

場
、

テ
ニ

ス
コ

ー
ト

、
多

目
的

広
場

（
投

て

き
場

）
、

武
道

館
若

し
く

は
合

宿
所

の
会

議
室

、
ラ

ウ
ン

ジ
、

師
範

室
、

控

室
若

し
く

は
附

属
設

備
及

び
器

具
を

利
用

す
る

場
合

の
利

用
料

金
の

基
準

額

は
、

こ
の

表
及

び
前

３
項

に
定

め
る

額
を

２
で

除
し

て
得

た
額

と
す

る
。

こ

の
場

合
に

お
い

て
、

そ
の

額
に

1
0
円

未
満

の
端

数
が

あ
る

と
き

は
、

当
該

端

数
を

切
り
捨

て
る
も

の
と
す

る
。

 

 
 

 
７
・

８
 
略

 

 
 

 
９

 
入

場
料

を
徴

収
し

て
陸

上
競

技
場

、
第

２
陸

上
競

技
場

等
、

野
球

場
（

本

球
場

）
、

ト
レ

ー
ニ

ン
グ

室
、

テ
ニ

ス
コ

ー
ト

又
は

武
道

館
を

専
用

利
用

す

る
者

が
当

該
専

用
利

用
に

際
し

陸
上

競
技

場
、

第
２

陸
上

競
技

場
、

野
球

場

（
本

球
場

）
、

サ
ッ

カ
ー

・
ラ

グ
ビ

ー
場

、
テ

ニ
ス

コ
ー

ト
、

多
目

的
広

場

（
投

て
き

場
）

、
武

道
館

若
し

く
は

合
宿

所
の

会
議

室
、

ラ
ウ

ン
ジ

、
師

範

室
、

控
室

又
は

附
属

設
備

及
び

器
具

を
利

用
す

る
場

合
（

前
項

に
規

定
す

る

場
合

を
除

く
。

）
の

利
用

料
金

の
基

準
額

は
、

こ
の

表
及

び
第

３
項

か
ら

第

６
項

ま
で
に

定
め
る

額
に

２
を
乗

じ
て
得

た
額
と

す
る
。

 

 
８

 
略

 

         
栃
木
県
条
例
第

3
7
号

 

 
 

 
 
認
定
こ
ど
も
園
の
認
定
の
要
件
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

 

認
定
こ
ど
も
園
の
認
定
の
要
件
を
定
め
る
条
例
（
平
成

1
8
年
栃
木
県
条
例
第

5
0
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

 
 
次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
下
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

附
 
則

 

１
 
こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

 

２
 
子
ど
も
に
対
す
る
教
育
及
び
保
育
に
従
事
す
る
者
の
配
置
の
状
況
に
鑑
み
、
教
育
及
び
保
育
の
提
供
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
当
分
の
間
、
こ
の
条
例
に

 

よ
る
改
正
後
の
認
定
こ
ど
も
園
の
認
定
の
要
件
を
定
め
る
条
例
別
表
の
１
の
項

(
1
)
ウ
及
び
エ
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
前

 

の
認
定
こ
ど
も
園
の
認
定
の
要
件
を
定
め
る
条
例
別
表
の
１
の
項

(
1
)
ウ
及
び
エ
の
規
定
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
以
後
に
お
い
て
も
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
（
こ
ど
も
政
策
課
）
 

 
 

 

 

改
 

 
 
正

 
 
 
後

 
改
 

 
 
正

 
 
 
前

 

別
表
（
第
３
条
関
係
）

 

１
 
職
員
配
置

 

(
1
)
1
認
定
こ
ど
も
園
に
置
く
教
育
及
び
保
育
に
従
事
す
る
者
の
数
は
、
次
に
掲
げ

る
と
お
り
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
常
時
２
人
を
下
回
ら
な
い
こ
と
。

 

ア
・
イ

 
略

 

ウ
 
満
３
歳
以
上
満
４
歳
未
満
の
子
ど
も
お
お
む
ね

1
5
人
に
つ
き
１
人
以
上

 

エ
 
満
４
歳
以
上
の
子
ど
も
お
お
む
ね

2
5
人
に
つ
き
１
人
以
上

 

(
2
)
・
(
3
)
 
略

 

２
～
７

 
略

 

あ
備
考

 
略

 

別
表
（
第
３
条
関
係
）

 

１
 
職
員
配
置

 

(
1
)
1
認
定
こ
ど
も
園
に
置
く
教
育
及
び
保
育
に
従
事
す
る
者
の
数
は
、
次
に
掲
げ

る
と
お
り
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
常
時
２
人
を
下
回
ら
な
い
こ
と
。

 

ア
・
イ

 
略

 

ウ
 
満
３
歳
以
上
満
４
歳
未
満
の
子
ど
も
お
お
む
ね

2
0
人
に
つ
き
１
人
以
上

 

エ
 
満
４
歳
以
上
の
子
ど
も
お
お
む
ね

3
0
人
に
つ
き
１
人
以
上

 

(
2
)
・

(
3
)
 
略

 

２
～
７

 
略

 
あ
備
考

 
略

 

 

         
栃
木
県
条
例
第

3
8
号

 

 
 

 
 
栃
木
県
信
用
保
証
協
会
に
対
す
る
損
失
補
償
に
係
る
回
収
納
付
金
を
受
け
取
る
権
利
の
放
棄
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

 

栃
木
県
信
用
保
証
協
会
に
対
す
る
損
失
補
償
に
係
る
回
収
納
付
金
を
受
け
取
る
権
利
の
放
棄
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
2
5
年
栃
木
県
条
例
第
６
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

 

正
す
る
。

 

 
 
次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
下
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

附
 
則

 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
（
経
営
支
援
課
）

 
 

 

改
 

 
 
正

 
 
 
後

 
改
 

 
 
正

 
 
 
前

 

（
求
償
権
の
放
棄
等
の
承
認
）

 

第
３
条

 
略

 

２
 
知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
求

償
権
の
放
棄
等
が
次
の
各
号
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
計
画
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、

か
つ
、
中
小
企
業
者
等
の
事
業
の
再
生
に
資
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
求
償
権

の
放
棄
等
を
承
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

(
1
)
・

(
2
)
 
略

 

(
3
)
1
産
業
競
争
力
強
化
法
（
平
成

2
5
年
法
律
第

9
8
号
）
第
２
条
第

2
1
項
に
規
定
す
る

特
定
認
証
紛
争
解
決
事
業
者
が
行
う
同
条
第

2
2
項
に
規
定
す
る
特
定
認
証
紛
争
解

決
手
続
に
基
づ
き
策
定
さ
れ
た
事
業
の
再
生
に
関
す
る
計
画

 

(
4
)
～

(
6
)
 
略

 

（
求
償
権
の
放
棄
等
の
承
認
）

 

第
３
条

 
略

 

２
 
知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
求

償
権
の
放
棄
等
が
次
の
各
号
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
計
画
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、

か
つ
、
中
小
企
業
者
等
の
事
業
の
再
生
に
資
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
求
償
権

の
放
棄
等
を
承
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

(
1
)
・
(
2
)
 
略

 

(
3
)
1
産
業
競
争
力
強
化
法
（
平
成

2
5
年
法
律
第

9
8
号
）
第
２
条
第

2
0
項
に
規
定
す
る

特
定
認
証
紛
争
解
決
事
業
者
が
行
う
同
条
第

2
1
項
に
規
定
す
る
特
定
認
証
紛
争
解

決
手
続
に
基
づ
き
策
定
さ
れ
た
事
業
の
再
生
に
関
す
る
計
画

 

(
4
)
～
(
6
)
 
略
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栃
木
県
条
例
第

3
8
号

 

 
 

 
 
栃
木
県
信
用
保
証
協
会
に
対
す
る
損
失
補
償
に
係
る
回
収
納
付
金
を
受
け
取
る
権
利
の
放
棄
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

 

栃
木
県
信
用
保
証
協
会
に
対
す
る
損
失
補
償
に
係
る
回
収
納
付
金
を
受
け
取
る
権
利
の
放
棄
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成

2
5
年
栃
木
県
条
例
第
６
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

 

正
す
る
。

 

 
 
次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
下
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

附
 
則

 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
（
経
営
支
援
課
）

 
 

 

改
 

 
 
正

 
 
 
後

 
改
 

 
 
正

 
 
 
前

 

（
求
償
権
の
放
棄
等
の
承
認
）

 

第
３
条

 
略

 

２
 
知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
求

償
権
の
放
棄
等
が
次
の
各
号
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
計
画
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、

か
つ
、
中
小
企
業
者
等
の
事
業
の
再
生
に
資
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
求
償
権

の
放
棄
等
を
承
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

(
1
)
・

(
2
)
 
略

 

(
3
)
1
産
業
競
争
力
強
化
法
（
平
成
2
5
年
法
律
第

9
8
号
）
第
２
条
第

2
1
項
に
規
定
す
る

特
定
認
証
紛
争
解
決
事
業
者
が
行
う
同
条
第

2
2
項
に
規
定
す
る
特
定
認
証
紛
争
解

決
手
続
に
基
づ
き
策
定
さ
れ
た
事
業
の
再
生
に
関
す
る
計
画

 

(
4
)
～

(
6
)
 
略

 

（
求
償
権
の
放
棄
等
の
承
認
）

 

第
３
条

 
略

 

２
 
知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
求

償
権
の
放
棄
等
が
次
の
各
号
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
計
画
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、

か
つ
、
中
小
企
業
者
等
の
事
業
の
再
生
に
資
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
求
償
権

の
放
棄
等
を
承
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

(
1
)
・
(
2
)
 
略

 

(
3
)
1
産
業
競
争
力
強
化
法
（
平
成
2
5
年
法
律
第

9
8
号
）
第
２
条
第

2
0
項
に
規
定
す
る

特
定
認
証
紛
争
解
決
事
業
者
が
行
う
同
条
第

2
1
項
に
規
定
す
る
特
定
認
証
紛
争
解

決
手
続
に
基
づ
き
策
定
さ
れ
た
事
業
の
再
生
に
関
す
る
計
画

 

(
4
)
～
(
6
)
 
略

 


